
中
世
武
士
社
会
に
於
け
る
婚
姻
関
係

鎌
倉
北
条
氏
の
場
合

並

木
　
真

澄

　
中
世
武
士
社
会
に
於
い
て
妻
の
親
族
、
す
な
わ
ち
姻
族
の
存
在
が

重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
指
摘
さ

れ
て
き
て
い
る
が
、
先
頃
は
鈴
木
國
弘
氏
が
中
世
領
主
の
族
縁
共
同

体
の
在
り
方
は
鎌
倉
幕
府
の
理
想
と
す
る
＝
族
」
結
合
－
家
父

長
（
本
主
）
の
権
限
に
よ
り
統
率
さ
れ
て
い
る
族
的
結
合
－
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
親
類
」
結
合
　
　
あ
る
特
定
人
物
（
族
長
）
の
男

系
・
女
系
双
方
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
人
々
を
そ
の
族
団
構
成
の
主
要

メ
ン
バ
ー
と
し
て
い
る
結
合
i
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
土
地
売
券
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

分
析
を
通
し
て
新
し
い
領
主
制
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
姻
族
の
重
要
性
は
説
か
れ
る
も
の
の
、
姻
族
そ
の
も
の
の
実
態
、

す
な
わ
ち
姻
族
の
構
成
、
姻
族
を
形
成
す
る
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
管
見
の
限
り
で
は
鈴
木
氏
の
ほ
か
網
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

善
彦
氏
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
中
世
領
主
層
の
姻

族
の
問
題
は
い
ま
だ
多
く
の
空
白
部
分
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
史
料
的
に
豊
富
な
鎌
倉
北
条
氏
の
婚
姻
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

に
つ
い
て
世
代
を
追
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

一、

謌
齔
｢
代
　
婚
姻
数
　
十
九

　
　
1
義
時
－
伊
賀
朝
光
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
よ
れ
ば
所
生
の
政
府
に
母
の
記
載
が
あ
る
。
ま

　
　
　
　
ハ
う
　

た
『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
六
月
廿
一
日
条
に
「
今
日

未
剋
　
相
州
室
騨
甑
姶
男
子
平
産
駐
甑
兆
」
と
あ
る
。
時
に
相

州
は
義
時
で
、
彼
は
『
吾
妻
鏡
』
で
は
元
久
元
年
（
＝
一
〇
四
）
七

月
廿
四
日
か
ら
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
正
月
廿
六
日
ま
で
相
州
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
左
京
兆
と
呼
ば
れ

る
の
は
泰
時
と
政
村
の
二
人
で
あ
る
が
、
同
書
で
ご
く
普
通
に
泰
時

を
示
す
場
合
に
は
（
前
）
武
蔵
守
、
或
い
は
前
武
州
禅
室
等
で
あ
ら

　
　
　
ハ
　
ね

わ
す
こ
と
、
加
え
て
政
村
の
最
終
の
官
職
が
左
京
兆
で
あ
る
こ
と
等
、

こ
の
左
京
兆
は
政
村
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
『
鎌
倉
年
代

ハ
ア
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

記
』
．
『
関
東
評
定
衆
伝
』
の
政
村
の
条
に
も
「
母
伊
賀
守
藤
朝
光
女
」
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と
あ
っ
て
、
「
北
條
系
図
」
の
記
載
を
検
証
し
う
る
。

　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
一
方
「
佐
伯
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
伊
賀
守
藤
朝
光
は
秀
郷
流
藤
原

氏
、
秀
郷
の
孫
公
光
の
五
男
公
季
の
子
孫
、
系
図
に
は
朝
光
の
女
子

に
「
北
條
政
村
母
」
の
記
述
を
載
せ
こ
こ
で
も
婚
姻
を
検
証
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
吾
妻
鏡
』
に
み
え
る
朝
光
は
、
文
治
建
久
年
間
は
目

立
つ
存
在
で
は
な
い
が
、
承
元
の
頃
か
ら
個
人
的
な
記
事
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
建
保
年
間
（
一
二
＝
二
～
一
二
一
八
）
に
は
三
浦
・

和
田
・
二
階
堂
と
い
っ
た
有
力
御
家
人
と
ほ
ぼ
同
等
の
任
を
果
た
し

て
い
る
。
そ
し
て
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
九
月
十
四
日
条
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

死
亡
記
事
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
朝
光
女
子
は
義
時
没
後
の
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）

閏
七
月
、
所
生
の
政
村
及
び
女
婿
の
藤
原
（
一
条
）
実
雅
を
擁
し
て
、

実
雅
を
将
軍
と
し
政
村
を
執
権
と
す
る
陰
謀
を
企
て
た
が
失
敗
に
終

わ
っ
た
。

　
　
2
義
時
ー
比
企
朝
宗
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
（
一

一
九
二
）
九
月
廿
五
日
条
に
「
幕
府
官
女
鰐
矩
今
夜
始
渡
二
子
江

間
殿
御
亭
一
。
是
比
企
藤
内
朝
宗
息
女
。
當
時
権
威
無
隻
之
女
房
也
。

（
中
略
）
定
嫁
嬰
之
儀
云
々
」
と
み
え
、
　
ま
た
『
鎌
倉
年
代
記
』
は

重
時
の
条
に
「
母
比
企
藤
内
朝
宗
女
」
と
載
せ
婚
姻
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
比
企
氏
は
武
蔵
国
比
企
郡
を
本
拠
と
す
る
武
士
団
で
あ
る
が
、
『
吾

妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
頼
朝
の
乳
母
の
一
人
に
比
企
尼
が
お
り
、
頼
朝
の

流
人
時
代
も
か
わ
ら
ぬ
厚
情
を
以
っ
て
彼
を
遇
し
た
と
い
う
。
そ
の

為
も
あ
っ
て
か
比
企
氏
は
幕
初
よ
り
有
力
御
家
人
の
一
人
に
数
え
ら

れ
て
い
る
。
一
族
の
能
員
は
二
代
将
軍
頼
家
の
乳
母
父
で
あ
り
、
更

に
は
頼
家
の
嗣
子
一
幡
の
外
祖
父
と
な
る
に
及
ん
で
一
時
権
勢
を

誇
っ
た
が
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
の
比
企
氏
の
乱
に
於
い
て
北

条
氏
の
手
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
比
企
氏
内
部
で
の
朝
宗
の

位
置
は
不
明
で
あ
る
が
『
吾
妻
鏡
』
に
み
え
る
初
期
の
交
名
等
を
み

る
限
り
に
於
い
て
は
、
朝
宗
は
能
員
よ
り
も
上
席
で
あ
る
か
ら
、
お

そ
ら
く
能
員
よ
り
も
年
長
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
両
者
の
関
係
は

　
　
　
　
　
ロ
　

不
明
で
あ
る
。

　
　
3
義
時
ー
阿
波
局

　
『
鎌
倉
年
代
記
』
の
泰
時
の
条
に
母
の
記
載
が
み
え
る
が
、
他
の

史
料
か
ら
は
検
証
で
き
な
い
。
阿
波
局
は
時
政
女
子
に
三
代
将
軍
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

朝
の
乳
母
と
な
る
阿
波
局
が
お
り
疑
問
で
あ
る
。

　
　
4
義
時
　
　
伊
佐
次
郎
朝
政
女
子

　
諸
系
図
に
は
み
え
な
い
が
『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
所
生
の
有
時
に

母
の
記
事
を
載
せ
る
。
伊
佐
氏
は
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
に
「
天
下
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の
大
族
に
し
て
、
而
も
頗
る
難
解
の
氏
な
り
」
と
あ
り
、
こ
の
次
郎

朝
政
に
関
し
て
も
そ
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
に
伊
佐
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

郎
行
政
が
み
え
る
ほ
か
、
『
承
久
軍
物
語
』
に
有
時
の
手
の
者
に
「
伊

佐
の
三
郎
行
正
」
と
み
え
、
お
そ
ら
く
こ
の
婚
姻
と
関
係
が
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
5
時
房
　
　
足
立
遠
元
女
子

　
諸
系
図
に
は
み
え
な
い
が
『
関
東
評
定
衆
伝
』
の
朝
直
の
条
に
「
母

足
立
左
衛
門
尉
遠
元
女
」
と
載
せ
る
。
足
立
氏
の
出
自
は
必
ら
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
頼
朝
の
挙
兵
時
に
は
武
蔵
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

内
に
勢
力
を
有
し
て
い
た
ら
し
く
遠
元
は
幕
府
成
立
以
降
公
文
所

の
寄
人
と
し
て
姿
を
み
せ
る
。
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
　
6
時
政
女
子
（
政
子
）
ー
源
頼
朝

　
非
常
に
著
名
な
婚
姻
で
あ
り
多
く
を
記
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
＞

「
清
和
源
氏
系
図
」
・
『
尊
卑
分
脈
』
（
清
和
源
氏
・
桓
武
平
氏
）
・
『
鎌

倉
年
代
記
』
『
吾
妻
鏡
』
等
々
で
検
証
さ
れ
る
。
所
生
に
頼
家
・
実
朝

そ
し
て
大
姫
・
三
幡
が
あ
る
。
な
お
、
大
姫
・
三
幡
は
諸
系
図
か
ら

は
政
子
の
所
生
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
り
確
認

　
　
（
1
6
）

さ
れ
る
。

　
　
7
時
政
女
子
（
阿
波
局
）
1
源
全
成

　
こ
の
婚
姻
も
著
名
で
あ
る
。
阿
波
局
は
政
子
の
妹
、
全
成
は
頼
朝

の
異
母
弟
、
幼
名
を
今
若
と
い
い
、
か
の
常
盤
御
前
と
義
朝
と
の
所

生
で
義
経
の
同
母
兄
に
あ
た
る
。
阿
波
局
は
既
述
の
如
く
三
代
将
軍

と
な
る
実
朝
、
幼
名
千
幡
の
乳
母
で
あ
る
。
全
成
は
建
仁
三
年
（
一

二
〇
三
）
五
月
謀
叛
の
疑
い
で
捕
え
ら
れ
、
翌
六
月
廿
三
日
常
陸
国

　
　
　
　
（
1
7
）

で
謙
さ
れ
た
。
所
生
に
は
阿
野
冠
者
時
元
が
『
尊
卑
分
脈
』
・
「
清
和

源
氏
系
図
」
か
ら
確
認
さ
れ
る
。

　
8
時
政
女
子
－
足
利
義
兼

　
『
吾
妻
鏡
』
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
二
月
一
日
条
に
「
足
利
三

郎
義
兼
嫁
二
干
北
條
殿
息
女
一
」
と
婚
姻
の
記
事
が
み
え
、
「
足
利
系

　
　
リ
リ

図
」
・
「
清
和
源
氏
系
図
」
に
所
生
の
義
氏
が
確
認
さ
れ
る
。
足
利
氏

は
頼
朝
の
祖
父
為
義
の
兄
義
国
の
流
れ
で
、
孫
に
あ
た
る
義
兼
の
母

は
熱
田
大
宮
司
季
範
女
で
頼
朝
の
母
の
妹
で
あ
る
。
従
っ
て
母
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
従
兄
弟
、
父
方
で
は
系
図
上
の
又
従
兄
弟
に
あ
た
る
頼
朝
と
義
兼

は
と
も
に
時
政
女
子
を
妻
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
義
兄
弟
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
足
利
氏
は
御
家
人
と
い
っ
て
も
他
の
御
家
人
と
は

｝
線
を
画
す
る
名
族
で
あ
り
、
か
つ
上
野
国
足
利
庄
を
領
す
る
大
族

で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
足
利
氏
と
北
条
氏
の
婚
姻
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
検
出

さ
れ
、
こ
の
ほ
か
具
体
的
に
は
第
三
、
第
五
、
第
六
世
代
で
六
例
み
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る
こ
と
カ
て
き
る
カ
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

検
出
で
き
る
。
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9
時
政
女
子
ー
畠
山
重
忠

　
『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
六
月
廿
一
日
条
に
「
重
忠

者
遠
州
智
也
」
と
み
え
、
婚
姻
関
係
が
検
証
で
き
る
。
畠
山
氏
は
桓

武
平
氏
秩
父
氏
族
、
所
謂
秩
父
一
族
の
一
つ
で
武
蔵
国
男
裳
郡
畠
山

庄
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
、
重
忠
は
畠
山
庄
司
重
能
の
子
、
『
平
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

物
語
』
等
で
は
豪
勇
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
。
幕
府
内
で
は
元
久
二
年

六
月
、
時
政
の
後
室
牧
氏
の
謹
に
よ
り
重
忠
・
重
保
父
子
を
謙
さ
ん

と
す
る
内
々
の
討
議
に
於
い
て
、
北
条
義
時
、
時
房
が
時
政
に
対
し

て
、
「
重
忠
治
兼
四
年
以
来
　
専
二
忠
直
一
間
、
右
大
将
軍
依
下
豊
二
其

志
一
給
上
　
可
レ
奉
レ
護
二
後
胤
一
之
旨
　
被
二
懇
惣
御
詞
一
者
也
、
就
中

錐
・
候
・
干
金
吾
将
軍
御
方
一
、
能
員
合
戦
之
時
、
鯵
㌔
多
抽
・
其

忠
一
、
是
併
重
二
御
父
子
礼
一
之
故
也
。
腫
鵬
儲
遠
」
と
述
べ
た
如

く
忠
直
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
義
時
・
時
房
の
言
も
空
し
く
、
重

忠
は
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
六
月
廿
二
日
、
四
十
二
年
の
生
涯
を

終
え
た
。

　
　
1
0
時
政
女
子
　
　
源
義
純

　
「
清
和
源
氏
系
図
」
の
義
純
の
項
に
「
畠
山
重
忠
後
家
嫡
政
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

二
妻
女
一
、
重
忠
跡
拝
領
　
故
号
二
畠
山
太
郎
」
と
あ
り
、
婚
姻
が
検

証
さ
れ
る
。
ま
た
『
尊
卑
分
脈
』
（
清
和
源
氏
）
か
ら
所
生
の
泰
国
が

　
　
1
1
時
政
女
子
　
　
平
賀
朝
雅
（
政
）

　
こ
の
婚
姻
は
『
尊
卑
分
脈
』
（
清
和
源
氏
）
に
よ
り
検
証
さ
れ
所
生

に
朝
経
が
あ
る
。
朝
雅
は
大
内
義
信
の
第
四
子
、
父
義
信
は
元
暦
元

年
（
一
一
八
四
）
に
早
く
も
源
氏
の
一
族
と
し
て
範
頼
・
広
綱
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
お
〉

も
に
国
司
（
武
蔵
守
）
に
任
ぜ
ら
れ
る
程
の
人
物
で
朝
政
も
京
都

守
護
の
任
に
つ
い
た
が
、
在
任
中
の
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
閏
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
餌
）

月
、
時
政
と
牧
氏
の
将
軍
廃
立
計
画
の
発
覚
に
よ
っ
て
、
同
月
廿
六

日
京
都
に
於
い
て
珠
さ
れ
た
。

　
　
1
2
時
政
女
子
－
中
納
言
国
通

　
朝
雅
の
謙
さ
れ
た
後
に
改
嫁
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
他
の
史
料
か

ら
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
中
納
言
国
通
は
正
二
位
権
大
納
言
藤
原
泰
通
の
息
、
正
二
位
権
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゐ
）

納
言
国
通
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
承
久
元
年
（
一
二

一
九
）
一
月
廿
七
日
条
に
実
朝
の
右
大
臣
拝
賀
の
御
参
の
行
列
の
中

に
「
宰
相
中
将
國
通
」
と
み
え
る
の
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
国
通
で
あ

ろ
う
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
1
3
時
政
女
子
－
坊
門
忠
清

他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

忠
清
は
正
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二
位
内
大
臣
信
清
の
男
で
従
四
位
上
左
兵
衛
佐
で
あ
る
。
兄
の
正
二

位
権
大
納
言
忠
信
が
後
鳥
羽
上
皇
の
討
幕
計
画
に
参
加
。
承
久
の
乱

に
敗
れ
越
後
へ
配
流
さ
れ
る
等
の
目
立
っ
た
動
き
を
み
せ
る
の
に
対

し
、
こ
の
忠
清
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
1
4
時
政
女
子
　
　
三
条
実
宣

　
実
宣
は
正
二
位
権
大
納
言
、
検
非
違
使
別
当
を
務
め
、
父
は
参
議

中
将
公
時
、
母
は
権
大
納
言
藤
経
房
女
で
あ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
建
保
四

年
（
一
二
一
六
）
三
月
計
日
条
に
「
京
都
飛
脚
参
二
着
干
相
州
御
亭
一

去
廿
二
日
三
条
中
納
言
実
宣
室
逝
去
給
之
由
申
レ
之
、
是
故
遠
州

禅
室
御
息
女
、
相
州
御
妹
也
」
と
み
え
、
婚
姻
関
係
が
検
証
さ
れ
る
。

　
　
1
5
時
政
女
子
i
宇
都
宮
頼
綱

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
「
宇
都
宮
系
図
」
は
所
生
の
泰
綱
に
母
の
記
載
を
の
せ
婚
姻
が
検

証
で
き
る
。
頼
綱
は
左
衛
門
尉
業
（
成
）
綱
の
子
で
歌
人
と
し
て
も

著
名
で
あ
る
。
宇
都
宮
氏
は
下
野
国
宇
都
宮
を
本
貫
地
と
す
る
有
力

御
家
人
で
、
頼
綱
の
子
泰
綱
、
孫
の
景
綱
、
更
に
は
そ
の
子
貞
綱
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

代
々
引
付
衆
や
評
定
衆
と
な
っ
て
お
り
、
「
宇
都
宮
系
図
」
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
）

ば
、
北
条
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
多
く
み
ら
れ
る
。
頼
綱
は
元
久
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閤
）

（｝

�
Z
五
）
に
謀
叛
を
噂
さ
れ
て
出
家
を
遂
げ
、
其
後
は
目
立
っ

た
動
き
を
み
せ
な
く
な
る
。

　
　
1
6
時
政
女
子
ー
藤
原
師
家

　
頼
綱
の
妻
は
後
に
天
王
寺
摂
政
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
が
、
そ
の
折

の
こ
と
を
『
明
月
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
又
聞
、
金
吾

震
郵
軽
誌
勤
繋
灘
縮
議
酷
醜

頼
綱
と
時
政
女
子
と
の
所
生
の
女
子
が
定
家
の
息
為
家
ー
当
時
右

衛
門
督
で
あ
っ
た
の
で
「
金
吾
」
と
あ
る
ー
に
嫁
し
て
い
る
が
、

そ
の
女
子
の
と
こ
ろ
に
母
か
ら
便
り
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
師
家
は
松
殿
関
白
基
房
の
男
で
正
二
位
摂
政
内
大
臣
、
氏
長
者
で

仁
治
元
年
（
＝
一
四
〇
）
十
月
四
日
六
十
九
才
で
莞
じ
て
い
る
。
な

お
所
生
は
検
出
で
き
な
い
。

　
　
1
7
時
政
女
子
ー
大
岡
判
官
時
親

　
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
岡
氏
は

駿
河
国
駿
河
郡
大
岡
庄
（
牧
）
よ
り
お
こ
る
時
政
の
後
室
牧
の
方
の

｝
族
で
あ
り
、
時
親
は
『
吾
妻
鏡
』
に
畠
山
重
忠
珠
殺
の
際
、
牧
の

方
の
使
い
と
し
て
み
え
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
1
8
時
政
女
子
ー
伊
予
河
野
（
通
信
）

　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
「
越
智
系
図
」
は
四
十
五
代
通
信
の
条
に
「
後
為
北
條
時
政
婿
」

と
の
せ
婚
姻
関
係
を
検
証
で
き
る
。
所
生
に
通
久
・
通
政
・
通
末
等

が
あ
る
。
通
信
は
『
吾
妻
鏡
』
に
少
な
か
ら
ず
み
え
、
建
仁
三
年
（
一
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二
〇
三
）
四
月
六
日
条
に
「
年
来
有
二
鎌
倉
一
之
処
、
適
賜
二
身
之
暇

一
明
日
可
二
帰
國
一
」
と
あ
る
よ
う
に
長
く
鎌
倉
に
い
た
と
み
え
、
「
越

智
系
図
」
に
は
時
政
女
子
所
生
の
通
信
女
子
に
「
北
政
所
竹
御
所
母

儀
也
」
と
記
し
、
通
信
女
子
が
頼
家
の
妾
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
伊
予
河
野
氏
は
も
と
も
と
伊
予
国
の
在
庁
官
人
で
河
野
水
軍
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
2
）

も
っ
て
し
ら
れ
る
西
国
の
名
族
で
あ
る
。

　
　
1
9
時
政
女
子
　
　
稲
毛
重
成

　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
（
＝
九
五
）
六
月
廿
入
日
条
に
「
稲
毛

三
郎
重
成
妻
航
娘
殿
」
と
み
え
、
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
こ
の
時
「
病
悩
太
危
急
」
で
あ
っ
た
女
子
は
七
月
四
日

に
他
界
、
そ
の
際
重
成
は
「
不
レ
耐
二
別
離
之
愁
一
　
頗
倦
二
勇
敢
之
心

一、

嚼
挙
�
o
家
一
」
と
い
う
。
稲
毛
氏
は
桓
武
平
氏
秩
父
氏
流
、
武

蔵
国
橘
樹
郡
稲
毛
庄
を
本
拠
と
し
、
重
成
は
小
山
田
別
当
有
重
（
畠

山
庄
司
重
能
の
弟
）
を
父
と
す
る
の
で
、
畠
山
重
忠
と
は
従
兄
弟
に

あ
た
る
。
と
こ
ろ
が
重
忠
に
つ
い
て
牧
の
方
に
議
言
し
た
の
は
重
成

で
あ
っ
て
、
そ
の
科
に
よ
り
重
成
は
重
忠
の
謙
さ
れ
た
翌
日
、
大
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

戸
三
郎
の
手
に
よ
っ
て
謙
さ
れ
て
い
る
。

二
、
第
二
世
代
婚
姻
数
十
九

20

ﾗ
時
－
三
浦
義
村
女
子

『
吾
妻
鏡
』
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）

八
月
廿
三
日
条
に
「
江
馬

（
泰
時
）

太
郎
殿
嫁
三
二
浦
兵
衛
尉
女
子
一
」
と
婚
姻
の
記
事
が
み
え
る
。
こ
の

婚
姻
は
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
泰
時
元
服
の
際
に
、
頼
朝
が
三
浦

義
澄
に
孫
娘
の
一
人
を
将
来
泰
時
の
妻
と
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
の

　
　
　
〔
踊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕊
）

結
末
で
あ
る
。
ま
た
「
三
浦
系
図
」
は
義
村
女
子
の
一
人
に
「
号
二

矢
部
尼
一
北
條
泰
時
室
、
時
氏
母
」
と
記
す
が
、
続
け
て
こ
の
女
子

が
後
に
三
浦
一
族
の
佐
原
盛
連
に
嫁
し
、
三
人
の
子
息
を
も
う
け
た

　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
な
お
『
鎌
倉
年
代
記
』
は
時
氏
項
に
「
母
駿

河
守
泰
村
女
」
と
記
す
が
、
駿
河
守
は
義
村
で
あ
っ
て
、
泰
村
女
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

は
年
令
的
に
合
致
し
な
い
。
三
浦
氏
は
相
模
国
三
浦
を
本
拠
と
す
る

大
族
人
で
、
挙
兵
以
来
の
有
力
御
家
で
あ
る
。

　
　
2
1
泰
時
　
　
安
保
実
員
女
子

　
所
生
の
時
実
に
母
の
記
載
が
あ
る
ほ
か
は
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を

検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
安
保
氏
は
武
蔵
国
児
玉
郡
安
保
を
本

拠
と
し
、
武
蔵
七
党
の
一
つ
丹
党
に
属
す
る
一
族
で
あ
る
。

　
　
2
2
政
村
ー
三
浦
重
澄
女
子

　
「
北
條
系
図
」
で
は
所
生
の
時
村
に
母
の
記
載
が
み
え
る
が
、
「
三

浦
系
図
」
は
重
澄
女
子
を
記
し
て
お
ら
ず
、
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を

検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
澄
は
義
村
の
弟
で
あ
る
。

23

d
時
ー
平
時
親
女
子
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『
鎌
倉
年
代
記
』
・
『
関
東
評
定
衆
伝
』
が
所
生
の
長
時
に
母
の
記

載
を
す
る
為
、
婚
姻
は
検
証
さ
れ
る
が
、
平
時
親
に
つ
い
て
は
不
明

　
　
（
お
）

で
あ
る
。
な
お
、
『
吾
妻
鏡
』
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
十
月
六
日
条

　
　
　
　
　
〔
お
）

に
「
奥
州
女
房
」
と
み
え
る
の
が
、
こ
の
平
時
親
女
子
で
あ
る
か
否

か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
　
2
4
朝
時
－
大
友
能
直
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
は
み
え
な
い
が
、
『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
所
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
り

時
章
に
母
の
記
載
を
の
せ
る
。
「
大
友
系
図
」
は
能
直
女
子
に
「
名

越
越
後
守
平
朝
時
室
、
尾
張
守
光
時
、
備
前
守
時
長
、
修
理
亮
時
幸

等
之
母
儀
」
を
載
せ
、
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大

友
能
直
は
中
原
親
能
の
養
子
で
相
模
国
大
友
郷
を
本
貫
と
す
る
御
家

人
で
、
頼
朝
の
庶
子
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
そ
の
殊
寵
を
受
け
た

有
力
御
家
人
で
あ
る
。

　
　
2
5
実
泰
－
天
野
政
景
女
子

　
諸
系
図
に
は
み
え
な
い
が
、
『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
実
時
の
条
に
「
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
1
V

天
野
和
泉
前
司
政
景
女
」
と
記
し
て
い
る
。
「
天
野
系
図
」
は
政
景

女
子
を
載
せ
て
お
ら
ず
、
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
な
お
、
『
吾
妻
鏡
』
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
三
月
十
六

日
条
に
「
掃
部
助
実
時
之
母
儀
卒
去
云
々
」
と
記
し
て
い
る
。
天
野
氏

は
伊
豆
国
田
方
郡
天
野
郷
（
庄
）
を
本
貫
と
す
る
御
家
人
で
、
政
景

の
父
遠
景
は
頼
朝
の
挙
兵
時
か
ら
「
経
廻
士
之
内
、
殊
以
重
二
御
恩
一

　
　
　
　
　
　
　
〔
4
2
）

軽
二
身
命
一
之
勇
士
」
と
い
わ
れ
た
一
人
で
、
政
景
も
父
と
と
も
に
挙

兵
時
か
ら
雇
従
輩
に
加
わ
っ
て
お
り
、
幕
府
草
創
の
後
も
主
要
御
家

人
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
に
散
見
さ
れ
る
。

　
　
2
6
義
時
女
子
－
中
原
季
時

　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
「
中
原
系
図
」
　
等
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
季
時
は
『
鎌
倉
年
代
記
』
に
よ
る
と
中
原
親
能
の
一
男
駿

河
守
で
『
吾
妻
鏡
』
に
は
建
久
五
年
（
＝
九
四
）
四
月
三
日
初
見
、

以
後
将
軍
の
側
近
と
も
い
う
べ
き
立
場
で
奉
幣
使
等
を
つ
と
め
て
お

り
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
六
）
十
月
十
日
、
平
賀
朝
雅
に
か
わ
る
京

都
守
護
と
し
て
上
洛
、
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ

た
。
承
久
元
年
（
＝
＝
九
）
実
朝
の
死
に
際
し
て
出
家
し
（
法
名

行
阿
）
、
承
久
合
戦
に
は
三
善
康
信
（
善
信
）
、
二
階
堂
行
政
（
行
西
）

等
と
と
も
に
鎌
倉
留
守
の
「
宿
老
」
の
中
に
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と

　
　
　
（
4
4
）

が
で
き
る
。

　
　
2
7
義
時
女
子
ー
大
江
親
広

　
　
　
　
　
　
（
葡
）

　
「
大
江
系
図
」
・
『
尊
卑
分
脈
』
等
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
「
大
江
系
図
」
に
よ
れ
ば
親
広
は
幕
府
初
代
の
政
所
別
当

大
江
広
元
の
息
で
正
五
位
下
民
部
権
少
輔
で
あ
る
。
な
お
父
広
元
は

中
原
広
季
の
子
で
前
項
で
触
れ
た
親
能
の
弟
で
あ
る
か
ら
、
季
時
と
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親
広
は
従
兄
弟
関
係
に
あ
る
。

下
右
中
将
と
な
っ
て
い
る
。
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2
8
義
時
女
子
i
源
定
通

　
大
江
親
広
よ
り
定
通
に
改
嫁
し
た
も
の
で
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
所
生

の
顕
親
（
権
中
納
言
）
、
顕
雲
（
大
塔
僧
正
）
が
あ
り
、
婚
姻
が
検
証

さ
れ
る
。
定
通
は
源
通
親
の
四
男
だ
が
長
兄
通
宗
の
子
と
し
て
正
二

位
内
大
臣
に
進
み
、
「
後
土
御
門
」
と
号
し
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）

六
十
才
で
莞
じ
て
い
る
。

　
　
2
9
義
時
女
子
－
一
条
実
雅

　
『
吾
妻
鏡
』
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
十
月
廿
日
条
に
婚
姻
の
記

事
が
み
難
．
そ
れ
に
よ
れ
ば
実
雅
は
響
1
「
大
倉
家
願
眺
」
1
に

居
住
し
た
ら
し
い
。
実
雅
は
頼
朝
の
妹
婿
で
あ
る
一
条
能
保
の
三
男

で
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
従
三
位
参
議
左
中
将
と
あ
る
が
、
『
吾
妻
鏡
』

で
は
伊
豫
中
将
、
或
い
は
讃
岐
中
将
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
元
仁
元
年

（一

�
�
l
）
義
時
の
後
室
伊
賀
氏
の
企
て
に
連
座
し
て
十
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
解
）

解
官
、
越
前
国
に
配
流
さ
れ
た
。

　
　
3
0
義
時
女
子
－
中
将
通
時

　
一
条
実
雅
か
ら
通
時
に
改
嫁
し
た
も
の
で
、
『
尊
卑
分
脈
』
は
所
生

の
通
清
に
母
の
記
載
を
の
せ
、
婚
姻
を
検
証
で
き
る
。
通
時
は
村
上

源
氏
、
源
通
親
の
同
母
弟
正
二
位
権
大
納
言
通
資
の
四
男
、
正
四
位

　
　
3
1
義
時
女
子
－
一
条
実
有

　
『
尊
卑
分
脈
』
は
所
生
の
公
持
に
「
母
平
義
時
女
」
と
記
し
、
婚

姻
関
係
を
検
証
で
き
る
。
実
有
は
従
一
位
太
政
大
臣
西
園
寺
公
経
の

二
男
で
正
二
位
権
大
納
言
に
ま
で
進
ん
で
い
る
。
所
生
に
は
前
述
の

公
持
の
ほ
か
公
藤
が
あ
る
。

　
　
3
2
義
時
女
子
－
足
利
家
時

　
他
の
史
料
か
ら
検
証
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
『
尊
卑
分
脈
』
．

『
吾
妻
鏡
』
・
「
足
利
系
図
」
で
は
家
時
の
祖
父
泰
氏
の
母
が
義
時
の
子

泰
時
の
女
子
、
す
な
わ
ち
義
時
の
孫
女
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
明
ら

か
な
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
3
3
時
房
女
子
i
一
条
高
能

　
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
高
能

は
晦
2
9
で
触
れ
た
一
条
能
保
の
一
男
で
、
恥
2
9
の
実
雅
の
母
が
「
家

女
房
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
高
能
の
母
は
源
義
朝
女
で
あ
っ
て
、
高

能
は
頼
朝
の
甥
に
あ
た
る
。
従
二
位
参
議
左
兵
衛
督
に
ま
で
進
み
、

建
久
九
年
（
一
一
九
入
）
廿
三
才
で
葬
じ
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
硲
）

高
能
の
子
能
氏
が
鎌
倉
に
居
た
こ
と
が
見
え
、
高
能
は
建
久
五
年
に

京
か
ら
下
向
の
後
は
そ
の
ま
ま
鎌
倉
に
留
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
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ド
れ
ね

考
え
ら
れ
る
。

　
　
3
4
時
房
女
子
i
一
条
頼
氏

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
所
生
に
能
清
、
能
基
が
あ
る
。
頼
氏
は

前
項
高
能
の
一
男
で
従
二
位
皇
后
宮
権
大
夫
と
な
っ
て
い
る
。
『
吾
妻

鏡
』
に
よ
れ
ば
承
久
合
戦
の
折
に
は
早
々
と
京
よ
り
下
向
し
て
京
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ぬ
　

情
勢
を
鎌
倉
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
3
5
時
房
女
子
ー
長
井
清
広

　
『
尊
卑
分
脈
』
、
「
大
江
系
図
」
に
よ
れ
ば
大
江
姓
の
長
井
氏
に
清

広
は
み
え
な
い
。
長
井
氏
は
そ
の
ほ
か
桓
武
平
氏
三
浦
氏
族
、
或
い

は
斎
藤
氏
族
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
清
広
は
確
認
で
き
な

い
。　

　
3
6
時
房
女
子
ー
秋
田
城
介
義
景

　
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
尊
卑

分
脈
』
は
魚
名
公
孫
に
安
達
氏
（
秋
田
城
介
氏
を
も
含
む
）
を
収
め

る
が
、
義
景
の
祖
父
盛
長
以
前
は
不
明
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
祖
父
盛

長
は
挙
兵
前
よ
り
頼
朝
に
仕
え
た
幕
府
草
創
の
功
臣
で
あ
る
が
、
秋

田
城
介
氏
を
名
乗
っ
た
父
景
盛
も
ま
た
有
力
御
家
人
と
し
て
幕
府
中

枢
に
位
置
し
、
義
景
も
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
か
ら
評
定
衆
と
な

り
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
六
月
に
四
十
四
才
で
卒
す
る
ま
で
そ

の
任
に
あ
り
、
か
つ
そ
の
前
年
か
ら
は
五
番
［
引
付
の
頭
人
を
も
務
め

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
む
　

た
幕
府
の
有
力
者
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
こ
の
世
代
で
は
北
条
氏
内
部
で
の
婚
姻
－
仮
に
同

族
婚
と
呼
称
i
が
二
組
み
ら
れ
る
が
本
稿
は
中
世
に
於
け
る
姻
族

の
構
成
の
分
析
を
主
目
的
と
す
る
為
、
以
降
原
則
と
し
て
次
の
如
く

婚
姻
例
と
し
て
列
挙
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
な
お
世
代
の
別
は
男
性

の
世
代
を
基
準
と
し
て
い
る
。

　
　
3
7
朝
時
　
　
時
房
女
子
　
　
同
世
代

　
『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
教
時
の
条
に
「
母
修
理
権
大
夫
時
房
朝
臣

女
」
と
載
せ
婚
姻
を
検
証
で
き
る
。

　
　
3
8
朝
直
－
泰
時
女
子
　
　
第
三
世
代

　
『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
九
日
条
に
「
相
摸

四
郎
朝
直
室
賦
酬
男
子
平
産
」
と
あ
り
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

な
お
、
同
族
婚
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

三
、
第
三
世
代
婚
姻
数
　
二
十
一
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梹
＝
|
秋
田
城
介
景
盛
女
子
（
松
下
禅
尼
）
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『
鎌
倉
年
代
記
』
、
『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
経
時
・
時
頼
に
母
の
記

事
を
載
せ
、
『
尊
卑
分
脈
』
は
景
盛
女
子
を
載
せ
「
経
時
、
時
頼
才
母
」

と
記
し
て
お
り
、
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
景
盛
は
安
達

盛
長
の
一
男
で
出
羽
権
守
で
あ
る
。

　
　
4
0
政
長
ー
長
井
時
秀
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
は
み
え
ず
、
『
鎌
倉
年
代
記
』
は
所
生
の
時
敦
を

載
せ
る
が
、
他
の
史
料
か
ら
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
備
前
守

時
秀
は
大
江
広
元
の
二
男
で
長
井
を
称
し
た
左
衛
門
尉
時
広
の
嫡
孫
、

建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
引
付
衆
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
評
定

衆
と
な
り
、
記
録
の
な
く
な
る
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
ま
で
そ
の

　
　
　
　
　
ロ
　

任
に
あ
っ
た
。

　
　
4
1
時
景
ー
三
浦
泰
村
女
子

　
「
三
浦
系
図
」
、
『
尊
卑
分
脈
』
か
ら
は
検
証
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、

『
吾
妻
鏡
』
は
宝
治
合
戦
の
記
事
の
後
に
、
与
党
、
縁
座
の
者
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
又
越
後
入
道
勝
圓
申
伝
、
孫
子
掃

部
助
太
郎
信
時
＋
三
歳
者
　
為
二
泰
村
外
姪
一
也
」
と
み
え
、
越
後
入

道
勝
圓
は
時
盛
、
姪
は
本
来
「
を
ひ
、
め
ひ
」
両
方
を
さ
す
。
尚
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
ル

註
記
に
「
姪
、
原
作
孫
、
（
後
略
）
」
と
あ
る
。

42

d
時
女
子
－
宇
都
宮
経
綱

　
『
吾
妻
鏡
』
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
六
月
廿
七
日
条
に
「
奥
州

禅
門
息
女
群
糠
魏
七
郎
卒
去
。
々
比
流
産
。
其
後
煩
赤
痢
病
云
々
。
」
と

あ
る
。
経
綱
は
「
字
都
宮
系
図
」
に
よ
れ
ば
下
野
守
泰
綱
男
、
母
は

平
朝
時
女
子
と
な
翌
。
『
吾
妻
鏡
』
で
は
供
奉
人
交
名
馬
或
い
は
近
習

結
番
、
御
格
子
番
の
結
番
等
の
交
名
に
そ
の
名
を
み
る
こ
と
が
で
き
、

鎌
倉
在
住
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
同
母
兄
の
景
綱
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
引
付
衆
、
同
十
年
評
定
衆
と
な
り
、
以
後
記
録
の
切
れ
る
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

安
七
年
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
宇
都
宮
氏
の
鉛
倉
在

住
の
可
能
性
は
強
い
と
い
え
よ
う
。

　
　
4
3
泰
時
女
子
－
足
利
義
氏

　
「
足
利
系
図
」
、
『
尊
卑
分
脈
』
は
所
生
の
泰
氏
を
載
せ
婚
姻
が
検

証
さ
れ
る
。
義
氏
は
足
利
義
兼
の
三
男
、
母
は
北
条
時
政
女
で
あ
る
。

足
利
氏
に
つ
い
て
は
晦
8
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
4
4
朝
時
女
子
－
足
利
泰
氏

　
「
足
利
系
図
」
、
『
尊
卑
分
脈
』
は
所
生
の
家
氏
を
載
せ
婚
姻
関
係

を
検
証
す
る
。
「
足
利
系
図
」
は
泰
氏
に
つ
い
て
「
依
二
本
腹
一
立
二
家

嫡
一
」
と
記
し
て
い
る
。

　
4
5
時
直
女
子
　
　
足
利
頼
氏

他
の
史
料
か
ら
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

頼
氏
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は
泰
氏
の
三
男
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
依
本
腹
立
家
嫡
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腸
）

母
は
北
条
時
氏
女
子
、
北
条
氏
で
は
第
四
世
代
で
あ
る
。

と
あ
る
、

に
あ
た
る
義
時
の
女
子
で
あ
る
か
ら
、

と
考
え
ら
れ
る
。

年
代
的
に
は
明
ら
か
な
誤
り

　
以
上
三
例
に
み
る
如
く
北
条
氏
と
足
利
氏
は
非
常
に
密
接
な
関
係

に
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　
4
6
泰
時
女
子
ー
三
浦
泰
村

　
「
三
浦
系
図
」
、
『
尊
卑
分
脈
』
等
、
諸
系
図
か
ら
検
証
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
正
月
廿
七
日

条
に
「
廼
占
…
、
駿
河
次
郎
泰
村
妻
麟
御
産
」
と
あ
り
、
婚
姻
が
検

証
さ
れ
る
。
泰
村
は
義
村
の
二
男
だ
が
家
督
と
な
り
三
浦
介
を
名

乗
っ
て
い
る
。
宝
治
合
戦
で
自
害
し
た
。

　
　
4
7
泰
時
女
子
ー
中
将
実
春

　
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
春

は
正
二
位
左
大
臣
徳
大
寺
実
定
の
同
母
弟
正
二
位
大
納
言
実
家
の
一

男
公
国
の
六
男
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

　
　
4
8
実
泰
女
子
－
唐
橋
中
将
通
治
（
春
）

　
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
『
尊
卑
分
脈
』
の
村
上
源

氏
に
通
治
が
み
え
、
「
住
関
東
、
左
中
将
」
と
あ
り
、
五
代
前
の
通
時

に
唐
橋
の
註
記
が
み
え
る
。
し
か
し
通
時
の
妻
が
実
泰
女
子
の
祖
父

　
　
4
9
実
泰
女
子
－
小
山
長
村

　
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
長
村

　
　
　
　
　
（
5
9
）

は
「
小
山
系
図
」
に
よ
る
と
小
山
朝
政
の
孫
、
文
永
六
年
（
一
二
六

九
）
に
五
十
三
歳
で
卒
し
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は
安
貞
二
年
（
一

二
二
八
）
五
月
十
日
に
初
見
、
以
降
将
軍
頼
経
の
側
に
あ
り
、
流
鏑

馬
や
鞠
の
会
等
に
そ
の
名
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
5
0
実
泰
女
子
　
　
大
江
広
時

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
所
生
の
少
輔
助
太
郎
政
広
が
み
え
婚
姻
関
係
を

検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
時
は
民
部
権
少
輔
親
広
の
男
で
あ
る
。

な
お
実
泰
女
子
の
祖
父
義
時
の
女
子
、
す
な
わ
ち
伯
（
叔
）
母
が
親

広
の
妻
と
な
っ
て
い
る
。
M
2
7
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
5
1
朝
時
女
子
－
毛
利
（
大
江
）
広
光

　
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
大
江
系

図
」
に
よ
れ
ば
広
光
は
、
大
江
広
元
の
四
男
で
毛
利
を
名
乗
っ
た
安

芸
介
季
光
の
一
男
で
あ
る
。
広
光
に
関
し
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

父
季
光
は
貞
永
元
年
（
一
二
二
二
）
か
ら
評
定
衆
の
任
に
あ
り
、
宝

治
合
戦
に
連
座
し
て
謙
さ
れ
て
い
る
。
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な
お
、

　
　
ハ
　
　

あ
た
る
。

広
光
と
前
項
の
広
時
、
及
び
㎞
4
0
の
時
秀
は
皆
従
兄
弟
に

　
　
5
2
政
村
女
子
i
城
六
郎
顕
盛

　
『
尊
卑
分
脈
』
は
所
生
の
太
郎
左
衛
門
尉
宗
顕
を
載
せ
、
婚
姻
を

検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
顕
盛
は
秋
田
城
介
義
景
の
六
男
で
弘
安

八
年
（
一
二
八
五
）
の
霜
月
騒
動
に
お
い
て
兄
泰
盛
と
と
も
に
誹
さ

れ
て
い
る
。
父
義
景
の
妻
の
一
人
に
は
、
政
村
の
従
姉
妹
に
あ
た
る

時
房
女
子
が
い
る
。
恥
3
6
参
照
。

こ
の
世
代
の
同
族
婚
は
次
に
挙
げ
る
七
例
で
、
す
べ
て
第
三
世
代

同
志
で
あ
る
。

　
　
5
3
時
実
－
朝
時
女
子

　
　
5
4
時
茂
－
政
村
女
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
5
5
実
時
－
政
村
女
子

　
　
5
6
有
義
i
時
隆
女
子

　
　
5
7
時
親
－
時
直
女
子

　
　
5
8
長
時
－
時
盛
女
子

　
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
（
一

　
　
　
　
　
（
6
2
）

記
事
が
み
え
る
。
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ﾆ
時
－
政
村
女
子

二
四
七
）
三
月
廿
七
日
条
に
婚
姻
の

　
『
吾
妻
鏡
』
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
三
月
十
一
日
条
に
「
弾
正

少
弼
業
時
朝
臣
室
粧
鯨
兆
男
子
御
平
産
云
々
」
と
み
え
、
婚
姻
を
検
証

す
る
。四

、
第
四
世
代
　
婚
姻
数
　
十

　
　
6
0
経
時
－
l
－
宇
都
宮
泰
綱
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
は
み
え
な
い
が
、
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
三
年
（
一
二

四
五
）
九
月
四
日
条
に
「
武
州
室
家
卒
去
年
＋
五
。
是
宇
都
宮
下
野
前

司
泰
綱
息
女
也
」
と
み
え
、
「
宇
都
宮
系
図
」
は
泰
綱
女
子
を
載
せ
「
北

條
武
蔵
守
室
」
と
記
し
、
婚
姻
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
晦
1
5
、

42

凾
ﾅ
既
述
の
如
く
泰
綱
の
母
は
時
政
女
子
、
泰
綱
の
子
経
綱
の
妻

は
重
時
女
子
で
あ
り
親
子
兄
妹
揃
っ
て
北
条
氏
と
婚
姻
関
係
を
有
し

て
い
る
。

　
6
1
時
頼
－
毛
利
（
大
江
）
季
光
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
は
み
え
な
い
が
『
吾
妻
鏡
』
延
応
元
年
（
一
二

三
九
）
十
一
月
二
日
条
に
「
北
條
五
郎
兵
衛
尉
有
嫁
癸
之
儀
。
毛
利

蔵
人
大
夫
入
道
西
阿
息
女
也
」
と
み
え
る
。
毛
利
季
光
に
つ
い
て
は

漁
5
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
「
大
江
系
図
」
に
季
時
女
子
は
み
え

な
い
。

62

棊
梶
@
　
将
軍
家
讃
岐
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『
吾
妻
鏡
』
宝
治
二
年
（
一
二
四
入
V
五
月
廿
八
日
条
に
「
左
親

衛
妾
隷
諄
平
産
五
．
．
今
日
被
授
宅
宝
寿
云
・
」
と
み
義

左
親
衛
は
時
頼
、
宝
寿
は
文
永
九
年
（
＝
一
七
二
）
に
二
十
五
才
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嗣
）

詠
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
三
郎
時
利
（
輔
）
で
あ
る
。
『
鎌
倉
年
代
記
』

は
時
利
の
母
と
し
て
「
将
軍
家
讃
岐
」
と
記
し
て
い
る
が
、
「
北
條
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

図
」
は
単
に
「
家
女
房
」
と
の
み
記
し
て
お
り
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
6
5
時
氏
女
子
　
　
足
利
泰
氏

　
「
足
利
系
図
」
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
所
生
の
頼
氏
が
み
え
、
婚
姻
を

検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
泰
氏
は
義
氏
の
男
で
母
は
時
氏
女
子
の

叔
母
に
あ
た
る
泰
時
女
子
で
あ
る
。
泰
氏
と
北
条
氏
と
の
婚
姻
は
二

例
み
ら
れ
、
と
も
に
所
生
が
あ
る
が
、
「
足
利
系
囲
」
に
よ
れ
ば
時
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

女
子
が
嫡
妻
的
立
場
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
6
3
時
頼
－
三
河
局

　
『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
十
二
月
廿
三
日
条
に
「
相

州
妾
三
河
局
移
二
他
所
一
（
中
略
）
是
二
男
若
公
母
也
」
と
み
え
る
だ

け
で
あ
る
。
な
お
こ
の
三
河
局
と
前
項
の
「
左
親
衛
妾
嬬
駝
」
と
は
同

一
人
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
『
吾
妻
鏡
』
は
は
っ
き
り
「
二
男
」
と
記

し
て
お
り
、
前
項
の
宝
寿
（
時
輔
）
は
こ
の
と
き
ま
だ
生
ま
れ
て
い

な
い
時
宗
と
の
関
係
で
三
郎
を
名
乗
っ
て
は
い
る
が
一
男
と
考
え
ら

れ
、
一
応
別
人
と
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
こ
の
二
男
に
関
し

て
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
6
4
時
氏
女
子
　
　
将
軍
頼
嗣

　
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
五
月
十
三
日
条
に
「
未
剋
、

御
壷
所
迂
化
年
＋
八
（
中
略
）
是
故
修
理
亮
時
氏
之
息
女
、
左
親
衛
乙

妹
也
」
と
み
え
、
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
6
6
時
茂
女
子
　
　
足
利
家
時

　
「
足
利
系
図
」
、
『
尊
卑
分
脈
』
は
所
生
の
貞
氏
を
載
せ
、

検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
時
は
頼
氏
の
男
で
あ
る
。

婚
姻
を

　
　
6
7
実
時
女
子
ー
飛
鳥
井
雅
有

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
所
生
の
雅
顕
が
み
え
、
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
雅
顕
の
子
雅
行
に
「
住
関
東
」
と
み
え
る
。

雅
有
は
従
三
位
参
議
雅
経
の
孫
に
あ
た
り
、
父
教
定
は
頼
経
の
下
向

に
伴
っ
て
鎌
倉
に
あ
り
、
「
二
條
侍
従
」
と
『
吾
妻
鏡
』
で
は
呼
ば
れ

て
い
る
。
雅
有
は
系
図
に
は
従
二
位
参
議
兵
部
卿
と
み
え
る
が
、
『
吾

妻
鏡
』
に
は
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
に
十
歳
で
み
え
、
以
後
「
二

條
侍
従
一
と
し
て
散
見
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
父
の
跡
を
継
い
だ
も
の

　
　
（
留
）

で
あ
ろ
う
。
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こ
の
世
代
に
お
け
る
同
族
婚
は
次
の
二
例
で
あ
る
。
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6
8
長
頼
1
ー
実
時
女
子

　
　
6
9
時
頼
1
1
重
時
女
子

　
諸
系
図
に
は
み
え
な
い
が
『
鎌
倉
年
代
記
』
時
宗
の
条
に
母
の
記

載
が
み
え
、
『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
宗
政
、
時
宗
の
条
に
「
母
陸
奥
守

重
時
朝
臣
女
」
と
記
し
、
婚
姻
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
『
吾
妻
鏡
』
に
は
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
五
月
廿
二
日
か
ら

同
六
年
十
月
六
日
ま
で
「
相
州
室
」
が
二
十
回
に
わ
た
り
見
出
さ
れ
、

建
長
三
年
正
月
廿
一
日
条
に
は
時
宗
の
、
同
五
年
正
月
廿
八
日
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聞
）

は
宗
政
の
出
産
記
事
が
み
え
る
。

五
、
第
五
世
代
　
婚
姻
数
　
九

　
　
7
0
時
利
（
輔
）
1
小
山
長
村
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
は
み
え
な
い
が
、
『
吾
妻
鏡
』
は
正
嘉
二
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

二
五
八
）
四
月
廿
五
日
条
に
婚
姻
の
記
事
を
載
せ
る
。
小
山
氏
は
下

野
大
橡
藤
原
秀
郷
を
祖
と
し
、
相
模
の
三
浦
、
下
総
の
千
葉
と
並
ぶ

東
国
屈
指
の
大
族
で
、
下
野
国
都
賀
郡
小
山
庄
を
本
貫
と
す
る
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ

御
家
人
で
あ
り
、
長
村
は
朝
政
の
嫡
孫
で
あ
る
。
「
結
城
系
図
」
は

長
村
女
子
を
載
せ
「
北
條
三
郎
時
輔
室
」
と
記
し
、
婚
姻
を
検
証
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
長
村
は
恥
4
9
で
述
べ
た
如
く
実
泰
女
子

を
妻
と
し
て
い
る
。

71

@
頼
ー
大
友
頼
泰
女
子

　
「
北
條
系
図
」
に
は
み
え
な
い
が
『
鎌
倉
年
代
記
』
は
宗
方
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

に
母
の
記
事
を
載
せ
、
ま
た
「
大
友
系
図
」
は
頼
泰
女
子
を
載
せ
「
相

摸
修
理
亮
平
宗
頼
室
、
駿
河
守
宗
方
母
儀
」
と
記
し
、
婚
姻
関
係
を

検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
頼
泰
は
M
2
4
で
触
れ
た
頼
朝
の
落
胤
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
η
）

も
あ
る
幕
府
の
有
力
者
大
友
能
直
の
嫡
孫
で
あ
る
。

　
　
7
2
時
宗
ー
秋
田
城
介
義
景
女
子
（
堀
内
殿
）

　
『
鎌
倉
年
代
記
』
の
貞
時
の
条
に
母
の
記
載
が
み
え
、
ま
た
『
尊

卑
分
脈
』
は
義
景
女
子
を
載
せ
「
平
貞
時
朝
臣
母
、
号
潮
音
院
尼
」
、

　
　
　
　
『
吾
妻
鏡
』
も
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
四
月
廿
三
日
条
に

と
記
し
、

「
相
懸
誰
土
歳
御
奪
堀
内
・
」
と
記
」
堀
内
殿
に
つ
い
て
は

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
七
月
四
日
条
に
「
秋
田
城
介
義
景
妻
女
子

平
産
云
々
号
堀
内
殿
是
也
」
と
記
し
て
お
り
、
婚
姻
を
検
証
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
義
景
に
つ
い
て
は
M
3
6
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
7
3
顕
時
i
安
達
泰
盛
女
子

　
他
の
史
料
か
ら
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
泰
盛
は
『
尊

卑
分
脈
』
に
よ
る
と
義
景
の
三
男
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
引
付

衆
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
に
は
評
定
衆
と
な
り
、
弘
安
五
年
（
一

二
八
二
）
息
男
宗
景
に
秋
田
城
介
を
譲
る
と
同
時
に
退
き
、
同
入
年

霜
月
騒
動
に
よ
っ
て
誹
さ
れ
た
。
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7
4
時
親
女
子
　
　
葉
室
定
藤

　
『
尊
卑
分
脈
』
は
所
生
の
光
定
を
載
せ
婚
姻
が
検
証
さ
れ
る
。
定

藤
は
正
三
位
参
議
、
父
は
承
久
の
乱
に
連
座
し
た
光
親
の
二
男
定
嗣

で
あ
る
。

は
「
母
法
眼
泰
勝
女
」
と
記
し
、
婚
姻
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
公
守
は
公
経
の
三
男
左
大
臣
実
雄
の
男
、
従
一
位
左
大
臣
に
ま

で
進
む
。
「
北
條
系
図
」
に
所
生
と
あ
る
実
明
は
公
守
の
二
男
、
正
二

位
権
大
納
言
で
あ
る
。

　
7
5
時
親
女
子
ー
相
模
七
郎
政
方

お
そ
ら
く
同
族
婚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。

　
こ
の
世
代
の
同
族
婚
は
次
の
三
例
で
あ
る
。

　
　
7
6
宗
政
ー
政
村
女
子
　
第
三
世
代

　
　
7
7
熈
時
－
貞
時
女
子
　
第
七
世
代

　
　
7
8
久
時
－
宗
頼
女
子
　
第
六
世
代

　
『
鎌
倉
年
代
記
』
の
守
時
の
条
に
母
の
記
載
が
み
え
る
だ
け
で
「
北

條
系
図
」
に
は
記
載
が
な
い
。

六
、
第
六
世
代
　
婚
姻
数
　
四

　
　
7
9
久
時
女
子
ー
1
足
利
尊
氏

　
「
足
利
系
図
」
・
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
義
詮
に
つ
い
て
「
母
従
三
位

平
登
子
、
赤
橋
久
時
女
」
と
記
し
て
お
り
婚
姻
が
検
証
さ
れ
る
。

80

v
時
女
子
ー
洞
院
公
守

「
北
條
系
図
」
で
所
生
と
さ
れ
る
実
明
に
つ
い
て

『
尊
卑
分
脈
』

　
　
8
1
久
時
女
子
　
　
洞
院
公
蔭

　
『
尊
卑
分
脈
』
は
忠
季
に
「
母
相
摸
守
久
時
女
」
と
記
し
、
婚
姻

関
係
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
蔭
は
前
項
で
触
れ
た
実
明
の

子
で
正
二
位
権
大
納
言
、
所
生
に
は
忠
季
の
ほ
か
実
文
と
女
子
一
人

が
あ
る
。
久
時
女
子
と
こ
の
公
蔭
と
の
婚
姻
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
前
項
漁
8
0
は
世
代
的
に
明
ら
か
な
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
世
代
の
同
族
婚
は
次
の
一
例
で
あ
る
。

　
8
2
師
時
－
貞
時
女
子
　
第
七
世
代

　
以
上
、
六
代
八
十
二
例
に
わ
た
っ
て
北
条
氏
の
婚
姻
関
係
に
つ
い

て
検
証
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
そ
の
結
果
を
検
討

し
そ
の
特
徴
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
た
い
。

　
北
条
氏
に
お
け
る
婚
姻
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
②
各
世
代
に
必
ず

公
家
と
の
婚
姻
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ω
足
利
氏
と
の
婚
姻
が
み
ら
れ

な
い
の
は
第
二
、
第
五
世
代
だ
け
で
全
体
と
し
て
七
例
の
婚
姻
が
検

証
さ
れ
、
更
に
は
『
尊
卑
分
脈
』
（
清
和
源
氏
）
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
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の
婚
姻
例
は
十
一
例
に
も
の
ぼ
る
の
で
あ
り
、
ω
ま
た
足
利
氏
ば
か

り
で
な
く
三
浦
氏
（
四
例
）
、
大
江
氏
（
五
例
）
、
安
達
氏
（
五
例
）

と
特
定
の
一
族
と
の
婚
姻
が
数
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
、
㈲
一
方
北
条

氏
内
部
で
の
婚
姻
－
仮
に
同
族
婚
と
呼
称
　
　
が
顕
著
に
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
六
世
代
の
う
ち
第
一
世
代
を
除
く
全
世
代
に
お
い
て
み
ら
れ

る
同
族
婚
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
全
婚
姻
数
入
十
二
例
の
う
ち
十
五

例
み
と
め
ら
れ
、
第
一
表
の
如
く
そ
の
割
合
は
全
体
で
は
一
八
％
を

占
め
る
だ
け
だ
が
、
第
四
世
代
で
は
二
〇
％
、
第
六
世
代
で
は
二
五
％

を
占
め
、
第
三
、
第
五
世
代
で
は
三
三
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
を
女
子
だ
け
に
限
定
す
る
と
、
第
二
表
の
如
く
総
数
五
九

名
、
そ
の
う
ち
婚
姻
の
判
明
す
る
も
の
五
七
名
、
う
ち
同
族
婚
は
一

五
名
で
あ
り
、
全
体
で
二
五
％
強
を
占
め
る
の
で
あ
っ
て
、
同
族
婚

は
北
条
氏
の
婚
姻
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
更
に
同
族
婚
の
み
を
取
り
上
げ
る
と
、
第
三
表
の
如
く

全
婚
姻
数
十
五
例
の
う
ち
約
半
分
の
七
例
が
男
女
い
ず
れ
か
（
ま
た

は
両
方
）
が
嫡
系
で
あ
る
泰
時
系
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
価
し
よ
う
。

　
次
に
特
定
の
一
族
と
の
婚
姻
に
つ
い
て
み
る
と
、
既
述
の
如
く
「
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
聡
）

利
系
図
」
か
ら
は
十
一
例
の
婚
姻
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
系
図

は
泰
氏
に
つ
い
て
「
錐
二
二
男
一
、
依
二
本
腹
一
立
二
家
嫡
」
と
記
す
が
、

母
は
北
条
泰
時
女
子
で
あ
っ
て
北
条
氏
と
の
婚
姻
が
重
視
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
は
そ
の
子
頼
氏
に
つ
い
て
も
「
錐

二
二
男
一
、
依
レ
為
二
本
腹
一
立
二
家
嫡
一
」
と
記
し
て
お
り
、
泰
時
の
嫡

男
時
氏
の
女
子
が
本
腹
と
さ
れ
、
泰
時
の
舎
弟
朝
時
の
女
子
の
上
位

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
極
め
て
政
治
的
な
要
素
を

感
じ
さ
せ
る
。
足
利
氏
は
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
如
く
清
和
源
氏
、

八
幡
太
郎
義
家
の
三
男
、
足
利
式
部
大
夫
義
国
を
祖
と
し
、
そ
の
孫

に
あ
た
る
義
兼
は
頼
朝
と
は
系
図
上
で
は
父
方
の
又
従
兄
弟
、
母
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
掴
）

で
は
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
り
、
足
利
氏
は
鎌
倉
将
軍
に
近
い
源
氏
の

名
族
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
治
承
、
寿
永
の
内
乱
で
同
じ
く
頼
朝
の
従

兄
弟
に
あ
た
る
木
曽
義
仲
、
義
家
の
弟
義
光
の
流
れ
を
く
む
佐
竹

（
7
5
）

氏
、
建
久
五
年
（
＝
九
四
）
に
は
佐
竹
氏
と
同
じ
義
光
流
の
安
田

　
（
7
6
）

義
定
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
の
牧
氏
陰
謀
事
件
に
よ
っ
て
こ
れ

も
同
じ
く
義
光
流
の
平
賀
朝
雅
と
、
将
軍
に
血
統
の
近
い
源
氏
の
一

族
が
次
々
に
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
消
え
て
い
っ
た
後
に
あ
っ
て
、
足

利
氏
は
同
族
の
新
田
氏
と
と
も
に
唯
一
残
っ
た
清
和
源
氏
の
名
族
と

も
い
う
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
足
利
氏
の
領
し

た
足
利
庄
は
現
在
の
足
利
市
を
中
心
と
し
て
、
旧
足
利
郡
全
域
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

東
隣
の
安
蘇
郡
の
一
部
を
も
含
む
広
大
な
庄
園
で
あ
っ
て
、
足
利
氏

は
東
国
に
お
け
る
｝
大
領
主
と
し
て
も
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
一

方
、
北
条
氏
も
歴
代
執
権
職
を
世
襲
し
、
か
つ
一
族
の
多
く
が
幕
府

の
要
職
の
任
に
あ
っ
て
幕
政
の
中
心
を
担
い
、
ほ
ぼ
そ
れ
を
掌
握
す

る
程
の
権
力
を
有
す
る
に
至
る
一
族
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
途
上
に

あ
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
後
に
あ
っ
て
も
両
者
の
婚
姻
は
相
互
に
重
要
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な
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
結
果
と
し
て
最
終
的
に
は
同

家
格
間
の
婚
姻
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。　

ま
た
三
浦
氏
と
の
婚
姻
は
系
図
八
に
示
し
た
如
く
四
例
（
M
2
0
・

2
2
・
4
1
・
4
6
）
み
と
め
ら
れ
る
。
三
浦
氏
は
幕
府
草
創
以
来
の
有
力

御
家
人
で
、
相
模
国
三
浦
郡
一
帯
を
本
拠
と
し
、
三
浦
（
大
）
介
を

称
し
千
葉
・
上
総
氏
と
並
ぶ
豪
族
的
領
主
で
あ
り
、
他
の
御
家
人
と

は
一
線
を
画
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
建
保
元
年
（
一
二
＝
二
）
の
和

田
合
戦
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
の
宝
治
合
戦
と
二
度
に
わ
た
る

合
戦
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
ま
で
、
一
族
の
和
田
義
盛
は
初
代
侍
所
別

当
を
つ
と
め
、
そ
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
義
村
は
嘉
禄
三
年
（
一
二
二

五
）
評
定
衆
と
な
り
、
そ
の
子
泰
村
も
暦
仁
元
年
（
＝
一
三
八
）
か

ら
評
定
衆
を
つ
と
め
る
等
、
鎌
倉
前
期
に
お
い
て
三
浦
氏
は
北
条
氏

に
比
肩
し
う
る
唯
一
の
雄
族
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
両
者
の
婚
姻
も
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
と
同
時
に
同
家
格
間

の
婚
姻
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
北
条
氏
と
安
達
氏
と
の
婚
姻
も
同
様
の
性
格
を
有
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
達
氏
と
の
婚
姻
は
系
図
九
の
如
く
五
例

（
M
3
6
・
3
9
・
5
2
・
7
2
・
7
3
）
検
出
さ
れ
る
。
安
達
氏
の
出
自
は
既
述

の
如
く
不
明
で
あ
る
が
、
景
盛
の
父
盛
長
は
挙
兵
以
前
よ
り
頼
朝
に

仕
え
、
頼
朝
亡
き
あ
と
の
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
に
は
十
三
名
の

合
議
機
関
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
の
十
三
名
と
は
北
条

時
政
、
同
義
時
、
三
浦
義
澄
、
和
田
義
盛
、
比
企
能
員
、
梶
原
景
時
、

入
田
知
家
、
足
立
遠
元
、
安
達
盛
長
、
藤
原
（
二
階
堂
）
行
政
、
中

原
親
能
、
大
江
広
元
、
三
善
康
信
で
あ
る
が
、
京
下
り
の
側
近
官
僚

で
あ
る
二
階
堂
、
中
原
、
大
江
、
三
善
氏
等
を
除
い
た
有
力
御
家
人

の
う
ち
、
梶
原
、
比
企
両
氏
は
こ
の
後
ま
も
な
く
滅
亡
し
、
三
浦
氏

も
前
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
幕
府
草
創
以
来
の
有
力
御
家
人
と
し

て
の
安
達
氏
の
存
在
は
、
三
浦
氏
亡
き
あ
と
一
層
重
要
な
も
の
と

な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
事
実
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
に
は

義
景
が
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
に
は
そ
の
子
泰
盛
が
二
十
五
歳

で
評
定
衆
と
な
り
、
そ
の
兄
弟
頼
景
は
引
付
衆
、
時
盛
、
顕
盛
は
夫
々

評
定
衆
の
任
に
つ
い
て
い
る
。
な
お
安
達
氏
は
弘
安
八
年
（
一
二
八

五
）
十
一
月
の
霜
月
騒
動
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
。

　
大
江
氏
は
京
下
り
の
幕
府
官
僚
で
広
元
は
公
文
所
、
政
所
の
別
当

を
つ
と
め
、
そ
の
子
季
光
、
忠
成
、
孫
に
あ
た
る
泰
秀
、
時
秀
、
政

茂
、
そ
し
て
曽
孫
の
宗
秀
と
夫
々
引
付
衆
、
或
い
は
評
定
衆
を
つ
と

め
た
幕
府
内
の
有
力
官
僚
の
家
柄
で
あ
る
。
北
条
氏
と
の
婚
姻
は
系

図
一
〇
に
明
ら
か
な
よ
う
に
五
例
（
㎞
2
7
、
4
0
、
5
0
、
5
1
、
6
1
）
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
家
格
と
し
て
は
同
等
と
い
え
よ
う
か
。

　
こ
の
他
、
北
条
氏
の
婚
姻
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
公
家
と
の
婚

姻
が
十
五
例
み
ら
れ
る
う
ち
、
特
に
一
条
能
保
関
係
と
の
婚
姻
が
三

例
、
源
通
親
関
係
が
三
例
と
一
種
の
傾
向
性
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
一
条
能
保
は
頼
朝
の
妹
婿
、
源
通
親
は
土
御
門
天
皇
の
外
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祖
父
と
し
て
権
威
を
誇
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
と
の
婚
姻

は
系
図
一
一
、
＝
一
に
示
し
た
如
く
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
婚
姻
に

も
や
は
り
政
治
的
色
彩
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
婚
姻
圏
の

狭
小
さ
を
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
実
時
女
子
と
婚
姻
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
圏
）

二
条
（
飛
鳥
井
）
雅
有
は
、
　
系
図
一
三
に
示
し
た
如
く
祖
母
は
大
江

広
元
女
子
、
叔
母
は
秋
田
城
介
（
安
達
）
義
景
室
で
あ
っ
て
、
北
条

氏
と
深
く
ま
た
複
雑
な
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
最
後
に
北
条
氏
の
婚
姻
八
十
二
例
を
全
般
的
に
考
え
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
η
）

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
以
外
と
し
て
は
、
比
企
、
宇
都
宮
、
小
山
、

大
友
、
畠
山
、
稲
毛
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
数
は
十

指
に
満
た
ぬ
程
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
婚
姻
時
に
お
い
て

ほ
ぼ
同
格
と
考
え
ら
れ
る
御
家
人
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
北
条
氏
の
婚
姻
関
係
は
限
定
さ
れ
た
範
囲

内
に
お
い
て
、
特
定
の
御
家
人
（
公
家
）
と
の
間
に
数
代
に
わ
た
る

複
雑
な
姻
戚
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
は
刊
本
と
な
っ
た
史
料
だ
け
を
用
い
て
検
討
を
行
な
っ
て

お
り
、
極
め
て
不
充
分
な
も
の
と
思
う
が
、
こ
の
よ
う
な
作
業
す
ら

あ
ま
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
、
敢
え
て
発
表
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
ま
た
北
条
氏
も
歴
代
執
権
職
を
世
襲
し
た
一
族
で
あ
っ
て
特
殊
な

家
柄
で
あ
り
、
一
般
御
家
人
と
は
同
一
に
論
ず
べ
く
も
な
い
が
、
本

稿
を
足
が
か
り
と
し
て
、
今
後
も
「
姻
族
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

註
（
1
）
鈴
木
國
弘
氏
　
　
「
一
族
共
同
知
行
論
1
と
く
に
平
安
時
代
を
中
心
に
し

　
　
て
i
」
（
鎌
田
博
士
還
暦
記
念
『
歴
史
学
論
叢
」
　
一
九
六
九
年
）
・
「
鎌
倉

　
　
時
代
領
主
制
の
構
造
と
一
族
結
合
ー
特
に
両
者
の
『
国
衙
公
権
』
を
め
ぐ
っ

　
　
て
の
連
関
性
に
つ
い
て
ー
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
六
四
　
一
九
七
〇
年
）
・
「
鎌

　
　
倉
前
期
・
権
力
構
成
の
特
質
と
『
族
的
結
合
』
の
歴
史
的
位
置
」
（
『
日
本

　
　
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
十
七
　
一
九
七
五
年
）
・
「
『
信
濃
国
伴
野
庄

　
　
諏
訪
上
社
神
田
相
伝
系
図
』
に
つ
い
て
ー
『
武
士
団
』
研
究
の
一
史
料
1
」

　
　
（
同
前
二
十
】
）
・
『
在
地
領
主
制
』
（
雄
山
閣
『
中
世
史
選
書
2
』
、
　
一
九
八

　
　
〇
年
V
・
「
中
世
の
親
族
と
「
イ
エ
」
1
中
世
女
性
史
研
究
序
説
1
」
（
「
歴

　
　
史
評
論
』
三
七
一
　
一
九
八
一
年
）
等
。

（
2
∀
網
野
善
彦
氏
「
中
世
に
お
け
る
婚
姻
関
係
の
一
考
察
1
「
若
狭
一
二
宮
社

　
　
務
系
図
』
を
中
心
に
ー
」
（
『
地
方
史
研
究
』
一
〇
七
）
。

（
3
）
　
鎌
倉
北
条
氏
に
関
し
て
は
、
奥
富
敬
之
氏
の
「
鎌
倉
北
条
氏
の
基
礎
的

　
　
研
究
』
（
吉
川
博
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
が
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
ま
と
ま
っ

　
　
た
研
究
書
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
本
書
巻
末
に
は
「
得
宗
関
係
論
文
一
覧
」

　
　
が
附
録
さ
れ
非
常
に
有
用
で
あ
る
。

（
4
）
　
系
図
一
（
『
続
群
書
類
従
』
巻
一
四
〇
「
北
條
系
図
」
を
中
心
に
諸
本
を

　
　
適
宜
参
考
と
し
て
作
成
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
叙
述
順

　
　
は
、
あ
く
ま
で
叙
述
の
便
宜
上
の
配
列
で
あ
っ
て
、
系
図
の
記
載
順
で
は

　
　
な
い
。

（
5
）
　
「
国
史
大
系
」
所
収
『
吾
妻
鏡
』
を
用
い
た
。
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（
6
）
　
『
吾
妻
鏡
』
で
は
官
職
で
人
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
多
い
。
任
官
中
は
勿

　
　
論
そ
の
官
職
名
を
記
す
が
、
そ
の
人
物
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
或
い
は
そ

　
　
の
人
物
の
出
生
等
を
記
す
場
合
に
は
、
こ
の
普
通
名
詞
で
あ
る
官
職
名
を

　
　
も
っ
て
特
定
の
個
人
を
示
す
と
い
う
約
束
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
義
時

　
　
は
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
九
月
五
日
条
に
於
い
て
「
又
故
前
奥
州
禅
室

　
　
者
、
存
日
京
官
外
國
共
被
レ
避
レ
任
之
間
、
就
二
常
儀
一
、
偏
錐
レ
構
二
前
奥

　
　
州
一
、
於
二
没
後
今
一
者
、
可
レ
奉
レ
号
二
右
京
権
大
夫
一
之
旨
、
被
二
定
下

　
　
一
云
々
」
と
あ
る
。

（
7
）
東
京
大
学
史
料
編
籔
所
架
蔵
影
写
本
を
書
写
し
た
も
の
。
以
下
註
記
し
な

　
　
い
限
り
同
書
に
依
る
。

（
8
）
「
群
書
類
従
」
第
四
輯
、
巻
四
九
、
同
右
。

（
9
）
　
『
続
群
書
類
従
」
第
六
輯
下
、
巻
一
五
五
。
系
図
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
十
四
日
庚
午
、
晴
、
酉
剋
地
震
、
亥
時
、
佐
藤
伊
賀
前
司
頓
、

　
　
従
五
位
上
伊
賀
守
藤
原
朝
臣
朝
光
年

　
　
　
散
位
光
郷
男
、
母
下
総
守
邦
業
女
、
正
治
年
月
日
任
二
左
衛
門
少
尉

　
　
　
　
一
、
建
永
元
年
頗
四
月
廿
五
日
蒙
二
使
　
宣
旨
一
、
二
年
四
月
十
日
妓

　
　
　
留
職
矩
月
士
二
日
五
月
廿
三
日
辞
職
、
承
元
四
年
三
月
十
九
日
任
二
伊

　
　
　
賀
守
一
、
建
暦
二
年
妊
十
二
月
十
日
敲
二
従
五
位
上
一
、

　
　
朝
光
は
翌
十
五
日
に
山
城
前
司
二
階
堂
行
政
家
の
後
山
に
葬
ら
れ
て
い
る

　
　
が
、
こ
の
こ
と
と
朝
光
の
長
子
光
季
の
母
が
行
政
女
で
あ
る
こ
と
と
は
何

　
　
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
1
）
　
た
と
え
ば
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
三
月
十
｝
日
条
で
は
「
比
企
藤
内

　
　
朝
宗
、
同
藤
四
郎
能
貝
」
と
み
え
る
。
な
お
、
能
貝
が
一
幡
の
外
祖
父
と

　
　
し
て
の
権
勢
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
で
は
立
場
が
逆
転
す
る
。

（
1
2
）
上
横
手
雅
敬
氏
も
そ
の
著
書
『
北
条
義
時
』
（
吉
川
弘
文
館
刊
『
人
物
叢

　
　
書
」
一
九
五
八
年
）
の
中
で
疑
問
視
さ
れ
て
お
り
（
同
書
五
頁
）
、
安
田
元

　
　
久
氏
も
不
明
と
さ
れ
て
い
る
（
『
鎌
倉
幕
府
ー
そ
の
政
権
を
担
っ
た
人
々

　
　
1
一
、
新
人
物
往
来
社
刊
）
。

（
1
3
V
　
『
群
書
類
従
』
第
二
〇
輯
、
巻
第
三
七
〇
。

　
　
『
承
久
軍
物
語
」
巻
三
。

（
1
4
）
　
『
五
口
妻
鏡
』
治
承
四
年
十
月
二
日
条
で
は
武
蔵
国
に
入
っ
た
頼
朝
に
対

　
　
し
て
「
又
足
立
右
馬
允
遠
元
、
兼
日
依
レ
受
レ
命
、
為
二
御
迎
皿
参
向
云
々
」

　
　
と
み
え
、
同
じ
く
八
日
条
に
「
足
立
右
馬
允
遠
元
、
日
者
有
労
之
上
、
応

　
　
二
寂
前
召
一
、
参
上
之
間
、
領
掌
郡
郷
事
不
レ
可
レ
有
二
違
失
一
之
旨
　
被
仰

　
　
云
々
」
（
傍
点
筆
者
）
と
み
え
る
。

（
1
5
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
五
輯
上
、
巻
第
一
一
〇
。
以
下
特
に
註
記
し
な
い

　
　
限
り
同
書
を
さ
す
。

（
1
6
）
大
姫
に
つ
い
て
は
元
暦
元
年
六
月
廿
七
日
条
に
「
堀
藤
次
親
家
郎
従
被

　
　
二
巣
首
一
。
是
依
二
御
台
所
御
憤
也
。
去
四
月
之
比
。
為
二
御
使
一
討
二
志
水

　
　
冠
者
一
之
故
也
。
其
夏
巳
後
。
姫
公
御
哀
傷
之
余
。
巳
沈
二
病
床
一
給
。
（
以

　
　
下
略
と
と
あ
る
。
な
お
、
三
幡
は
こ
の
時
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
三
幡
に
つ
い
て
は
同
書
六
月
三
十
日
条
に
「
姫
君
三
幡
遷
化
欄
畔
。
尼
御

　
　
垂
所
御
歎
息
」
と
記
し
て
い
る
。

（
1
7
）
　
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
、
及
び
「
清
和
源
氏
系
図
」
。

（
1
8
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
五
輯
上
、
巻
第
一
一
一
。

（
1
9
V
　
実
際
は
頼
朝
の
父
と
義
兼
が
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
系
図
三
を
参
照
さ
れ

　
　
た
い
。
「
清
和
源
氏
系
図
」
で
は
為
義
が
祖
父
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
0
）
　
『
平
家
物
語
一
巻
第
九
「
宇
治
河
先
陣
」
（
岩
波
書
店
刊
『
日
本
古
典
文

　
　
学
大
系
』
三
三
、
一
九
六
〇
年
十
一
月
刊
行
）
等
。

（
2
1
）
　
『
吾
妻
鏡
一
元
久
二
年
廿
一
日
条
。

（
2
2
）
　
同
右
。
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
五
月
十
四
日
条
に
「
故
畠
山
二
郎
重

　
　
忠
後
家
所
領
等
。
日
来
有
二
子
細
一
。
内
々
難
レ
及
二
改
易
御
沙
汰
一
、
不
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レ
可
レ
有
二
殊
事
一
之
由
。
今
日
被
二
仰
出
一
云
々
」
と
み
え
る
。

（
2
3
）
　
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
五
月
廿
日
条
に
「
（
前
略
）
井
御
一
族
源
氏
之

　
　
中
。
範
頼
。
廣
綱
．
義
信
等
可
レ
被
レ
聴
一
一
州
國
司
一
夏
。
内
々
可
レ
被

　
　
・
計
奏
聞
乏
趣
也
」
と
覇
の
高
階
泰
嶢
）
の
書
状
に
み
え
、
同
六
昇

　
　
臼
に
鎌
倉
に
到
着
し
た
除
書
に
「
武
蔵
守
同
義
信
」
と
み
え
る
。

（
2
4
）
大
内
氏
は
頼
義
の
三
男
義
光
の
流
れ
を
く
み
、
義
光
流
で
は
佐
竹
氏
亡

　
　
き
あ
と
武
田
氏
と
並
ぶ
清
和
源
氏
の
名
族
で
あ
り
、
時
政
と
牧
氏
は
牧
氏

　
　
所
生
の
女
の
婿
で
あ
る
朝
雅
を
頼
家
に
か
わ
っ
て
将
軍
職
と
し
よ
う
と
企

　
　
て
た
。

（
2
5
）
　
系
図
四
を
参
照
。

（
2
6
）
　
「
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
下
。
巻
第
一
五
二
。

（
2
7
）
　
『
群
書
類
従
』
巻
第
四
九
『
関
東
評
定
衆
伝
』
に
よ
れ
ば
泰
綱
は
寛
元

　
　
元
年
（
＝
一
四
三
）
に
評
定
衆
と
な
り
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
五
十

　
　
九
オ
で
京
都
に
卒
す
る
迄
そ
の
任
に
あ
り
、
景
綱
は
文
永
六
年
（
一
二
六

　
　
九
）
に
引
付
衆
が
置
か
れ
る
と
直
ち
に
そ
の
任
に
あ
た
り
、
文
永
十
年
に

　
　
評
定
衆
に
な
り
弘
安
七
年
（
一
，
二
八
四
）
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。
そ
し

　
　
て
時
宗
没
と
と
も
に
出
家
し
連
諭
と
号
し
て
い
る
。
な
お
系
図
に
よ
れ
ば

　
　
貞
綱
も
引
付
衆
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
8
）
　
系
図
五
を
参
照
。

（
2
9
）
　
『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
八
月
七
・
十
一
・
十
七
・
十
九
日
条
。

（
3
0
）
　
「
明
月
記
』
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
五
月
十
八
日
条
（
国
書
刊
行
会
、

　
　
一
九
六
九
年
）
。
な
お
、
天
福
年
間
頃
の
頼
綱
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
、
巻
第
一
六
七
。

（
3
2
）
　
「
吾
妻
鏡
」
養
和
元
年
〔
一
一
八
一
）
九
月
廿
七
日
条
。
そ
の
他
、
「
平

　
　
家
物
語
』
・
『
源
平
盛
衰
記
』
・
『
太
平
記
』
等
に
詳
し
い
。
所
生
の
通
久
の

　
　
承
久
の
乱
で
の
活
躍
は
系
図
に
詳
し
い
が
、
通
信
は
こ
の
時
京
方
に
つ
い

　
　
た
ら
し
い
。

（
3
3
）
　
『
吾
妻
鏡
元
久
二
年
六
月
廿
三
日
条
。

（
3
4
）
　
同
右
。
建
久
五
年
二
月
二
日
条
。

（
3
5
）
　
「
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
上
、
巻
第
＝
二
八
。

（
3
6
）
　
『
吾
妻
鏡
」
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
六
月
一
日
条
に
よ
っ
て
確
認
さ

　
　
れ
る
。

　
　
　
　
一
日
庚
辰
。
矢
部
禅
尼
轍
酩
賜
二
和
泉
國
吉
井
郷
御
下
文
一
者
。
前
遠

　
　
　
　
江
守
盛
連
依
レ
令
譲
附
一
也
。
彼
御
下
文
。
五
郎
碇
頼
被
レ
持
二
向
三

　
　
　
浦
矢
部
別
庄
一
云
々
。
是
駿
河
前
司
義
村
娘
也
。
始
為
二
左
京
兆
室
一
。

　
　
　
　
生
二
故
修
理
亮
一
。
後
為
二
盛
連
室
一
。
為
二
光
盛
．
盛
時
．
盛
連
等

　
　
　
　
母
一
云
々
。

（
3
7
）
　
泰
村
は
泰
時
女
子
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
程
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
『
関
東
評
定
衆
伝
』
は
「
入
道
大
納
言
家
治
部
卿
中
宮
大
夫
進
平
時
親

　
　
女
」
と
記
し
て
い
る
。

（
3
9
）
　
重
時
は
建
長
元
年
六
月
四
日
に
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
、
以
後
弘
長
元
年

　
　
に
卒
す
る
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。

（
4
0
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
上
、
巻
第
一
五
〇
。

（
4
1
）
　
同
右
。
第
六
輯
下
、
巻
第
一
六
一
。

（
4
2
）
　
『
吾
妻
鏡
b
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
八
月
六
日
条
。

（
4
3
）
　
『
続
群
書
類
従
一
第
七
輯
上
、
巻
第
一
六
五
。

（
4
4
）
　
『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
五
月
廿
三
日
条
。

（
4
5
）
　
『
続
群
書
類
従
」
第
七
輯
下
、
巻
第
一
七
六
。

（
6
4
）
廿
呈
午
。
穫
戌
刻
伊
豫
中
将
実
雅
朝
臣
灘
卿
轄
．
。
嫁
二
干
右

　
　
京
兆
嫡
女
一
鰯
瀞
蝦
守
。
迎
大
倉
家
酷
聴
眺
。
侍
十
人
鹿
従
。
今
日
錐
レ
為
二

　
　
復
日
一
。
依
レ
無
二
日
次
一
宥
二
用
之
一
云
々
。

（
4
7
）
　
『
吾
妻
鏡
一
同
日
条
。

（
8
4
）
　
建
～
保
一
兀
年
（
一
一
一
一
一
二
）

　
　
て
「
又
侍
従
能
氏
騙
飛
安

五
月
二
日
条
。
和
田
合
戦
の
記
事
に
つ
づ
い

権
守
範
高
齢
畑
獄
棺
司
等
求
納
涼
之
地
一
。
今

・
5
1



　
　
日
逡
二
遙
追
土
一
。
而
聞
二
騒
動
之
由
一
奔
参
。
路
巷
皆
為
二
戦
場
一
。
伍
雨

　
　
人
共
拍
二
馬
於
山
内
過
一
之
庭
、
伺
二
義
盛
退
散
之
隙
一
。
参
二
法
花
堂
一

　
　
云
々
」
と
あ
る
。

（
4
9
）
　
「
吾
妻
鏡
」
建
久
五
年
八
月
十
四
日
条
。

（
5
0
）
　
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
五
月
廿
一
日
条
。

（
5
1
）
　
『
関
東
評
定
衆
伝
』
。

（
5
2
）
同
右
。

（
5
3
）
　
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
六
月
十
｝
日
条
。

　
　
同
書
、
同
年
六
月
十
六
日
条
に
も
「
今
日
、
被
レ
仰
二
越
後
入
道
御
返
夏
一
。

　
　
孫
子
太
郎
信
時
夏
。
外
姪
之
寄
。
更
非
二
怖
畏
之
限
一
」
と
み
え
、
「
姪
」

　
　
は
や
は
り
「
原
作
孫
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
書
「
吉
川
家
本
』
同
年

　
　
六
月
十
一
日
条
は
「
姓
」
、
同
十
六
日
条
は
「
姪
」
と
な
っ
て
お
り
、
『
国

　
　
史
大
系
本
一
編
者
は
「
吉
川
家
本
』
十
六
日
条
か
ら
「
姪
」
と
し
た
も
の

　
　
で
あ
る
。

（
5
4
）
　
こ
の
婚
姻
は
「
北
條
系
図
」
に
は
み
え
な
い
。
「
宇
都
宮
系
図
」
は
こ
の

　
　
他
に
も
北
条
氏
と
の
婚
姻
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す

　
　
る
。

（
5
5
）
　
『
関
東
評
定
衆
伝
』
。

（
5
6
）
　
北
条
義
時
と
時
房
は
兄
弟
で
あ
っ
て
も
非
常
に
年
が
離
れ
て
お
り
、
時

　
　
房
は
義
時
の
長
子
泰
時
よ
り
七
歳
年
長
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
時
氏
は
、

　
　
泰
時
二
十
一
歳
の
所
生
で
あ
る
か
ら
年
令
的
に
は
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な

　
　
い
。

（
5
7
）
　
こ
の
泰
時
女
子
は
「
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
八
月
四
日
条
に
「
酉
刻
、
武

　
　
州
御
息
女
難
銅
職
郎
逝
去
年
廿
五
産
前
後
数
十
ケ
日
悩
乱
。
遂
以
如
斯
。
」

　
　
と
み
え
る
。

（
5
8
）
唐
橋
氏
に
「
通
治
」
は
な
く
「
通
春
」
あ
り
。
お
そ
ら
く
同
音
に
よ
る

　
　
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
5
9
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
下
、
巻
第
一
五
六
。
巻
第
一
五
五
。

（
6
0
）
系
図
六
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
6
1
）
　
『
吾
妻
鏡
』
は
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
九
月
廿
八
日
、
文
応
元
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
実
峙
一

　
　
二
六
〇
）
三
月
廿
一
日
、
両
日
条
に
「
越
後
守
室
」
の
病
の
記
事
を
載
せ

　
　
る
が
、
こ
の
政
村
女
子
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
6
2
）
　
廿
七
日
庚
寅
、
今
暁
越
後
入
道
息
女
上
洛
。
是
依
レ
可
レ
嫁
二
子
六
波
羅

　
　
相
摸
大
夫
将
監
長
時
朝
臣
一
也
。

（
6
3
）
　
時
頼
は
「
関
東
評
定
衆
伝
一
に
よ
れ
ば
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
閏
七

　
　
月
廿
七
日
に
左
近
将
監
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
6
4
）
　
『
続
群
書
類
従
』
巻
一
四
〇
所
載
の
「
北
条
系
図
」
（
鎌
倉
）
は
二
本
と

　
　
も
時
利
（
輔
）
の
幼
名
を
「
宝
寿
」
と
記
し
て
い
る
。

（
6
5
）
　
『
吾
妻
鏡
』
文
応
元
年
（
＝
｝
六
〇
）
正
月
十
五
日
条
、
同
十
一
月
廿

　
　
七
日
条
に
「
比
企
判
官
能
員
女
子
讃
岐
局
」
が
み
え
る
が
、
年
令
的
に
同

　
　
一
人
と
は
考
え
が
た
い
。

（
6
6
）
　
恥
4
5
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
7
）
　
父
教
定
は
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
四
月
八
日
に
卒
す
る
ま
で
鎌
倉
に

　
　
あ
っ
た
。
三
月
計
日
は
和
歌
会
に
出
席
し
て
お
り
、
八
日
条
に
は
「
前
左

　
　
兵
衛
督
正
三
位
藤
原
朝
臣
教
定
卒
。
日
來
所
煩
瘡
也
。
」
と
み
え
る
。

（
6
8
）
　
こ
の
相
州
室
は
建
長
三
年
二
二
五
一
）
正
月
廿
一
日
、
同
五
年
正
月

　
　
廿
八
日
に
「
男
子
平
産
」
と
み
え
る
。
『
関
東
評
定
衆
伝
』
に
よ
れ
ば
時
宗

　
　
は
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
七
才
で
元
服
と
あ
り
逆
算
す
る
と
建
長
三

　
　
年
生
ま
れ
、
同
じ
く
宗
政
も
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
に
廿
九
才
で
卒
す

　
　
と
あ
り
、
逆
算
す
る
と
建
長
五
年
生
ま
れ
と
判
明
し
、
こ
の
相
州
室
が
重

　
　
時
女
子
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
な
お
宗
政
の
生
ま
れ
た
際
の
奥
州

　
　
（
重
時
）
に
つ
い
て
『
吾
妻
鏡
』
は
「
又
奥
州
被
「
馳
参
』
施
別
禄
等
」
と

　
　
記
し
て
い
る
。

（
6
9
）
　
（
前
略
）
今
日
、
相
模
三
郎
時
利
＋
一
歳
嫁
二
小
山
出
羽
前
司
長
村
娘
｝
。

（
7
0
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
下
　
巻
第
一
五
五
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（
7
1
）
　
「
大
友
系
図
」
（
『
続
群
書
類
従
」
巻
第
一
五
〇
）
は
能
直
に
つ
い
て
「
母

　
　
大
友
四
郎
大
夫
平
経
家
女
。
号
二
利
根
局
一
。
為
二
右
大
将
家
之
妾
一
。
既

　
　
而
懐
抱
。
賜
二
之
親
能
一
」
と
記
し
て
い
る
。
能
直
が
頼
朝
の
庶
子
で
あ
る

　
　
か
否
か
そ
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
「
吾
妻
鏡
」
が
「
無
双
寵
仁
也
」
と
伝
え

　
　
る
如
く
、
頼
朝
の
殊
寵
を
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
7
2
）
　
「
大
友
系
図
」
に
よ
れ
ば
能
直
の
嫡
子
親
秀
の
女
子
は
「
相
摸
三
郎
平

　
　
資
時
入
道
貞
如
室
」
で
あ
る
と
い
う
。

（
7
3
）
　
系
図
七
参
照
。

（
7
4
）
　
註
（
1
9
）
参
照
。

（
7
5
）
　
『
吾
妻
鏡
一
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
廿
七
日
、
同
十
一
月
四
日

　
　
条
。

（
7
6
）
　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
八
月
十
九
日
条
。

（
7
7
）
　
渡
辺
世
祐
氏
「
足
利
庄
及
足
利
学
校
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
三
五

　
　
ー
二
V
に
よ
る
。

〔
7
8
）
　
M
6
7
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
9
）
　
系
図
一
四
参
照
。
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系
図
一時

政

北
条
系
図

畿
時

『
続
群
書
類
従
』
巻
第
一
四
〇

『
鎌
倉
年
代
記
』
　
『
関
東
評
定
衆
伝
』

『
将
軍
執
権
次
第
』
等
よ
り
作
成

、
翻
波
局

「
1
朝
時

装
鯉
浦
義
村
女

ウ箋女
子
・
中
将
爽
容
室

女
子
。
足
利
桟
氏
室

女
子
・
参
譲
実
政
室

女
子
・
三
浦
泰
村
室

イ争　ワ教時時光争
　時長章時

実
員
女

、
羅
田
城
介
景
盛
女

．
劉

嶽
母
将
軍
家
讃
岐

鷺
　
時
宗

　
政
頼
rI宗

政

灘
母
秋
田
域
介
農
最
女

頁
時

ソ

師
時「

高
時

女
子

時
定

女
子

薙
時

※
母
大
友
兵
庫
頭
頼
泰
女

宗
方

女
子

・
．
・
ー
「

　
女
子
。
頼
嗣
将
軍
室

・
1
女
子
・
足
利
泰
氏
室

謡「鑛

定
宗

随
時

崇
母
比
企
朝
宗
女

－
重
時

嘱
母
伊
賀
守
朝
光
女

ー
政
村

女
子
・
毛
利
兵
衛
大
夫
広
光
妻

女
子
・
宮
内
大
哺
泰
氏
妻

女
子
．
岡
玄
厨

平
時
親
女

r舗工爵
　
サ

翻
　
女
子
・
宇
都
宮
七
郎
妻

※
母
三
浦
重
澄
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

講
薪
－
粂
－
照
冊
鱗
輻
・

為
時

※
母
備
前
守
時
秀
女

時
敦

ス

熈
時

時
益

茂
時

　
女
子

　
女
子
・
城
六
郎
兵
衛
顕
盛
婁

　
ケ

ー
女
子
rー

女
子
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1
時
房

1
実
泰

轟1才享

・

唐
橋
中
将
通

治
室

峯睾「
実
村

二
一

簿
雅
有

室

顕
時
－
副

実
政

貞
顕

母
安
達
陸
奥
守
藤
泰
盛
女

女
子

政
顕

貞
将

女
子
・
木
工
介
大
江
広
時
要

r有
義

種
時

1
有
時

1
女
子
・
駿
河
守
季
時
妻

－
女
子
・
一
条
中
将
実
雅
室
、
後
嫁
中
将
通
時

－
女
子
・
左
大
将
実
有
卿
室

－
女
子
・
民
部
少
輔
大
江
親
広
室
、
後
嫁
内
大
臣
定
通
妾

－
女
子
・
足
利
貞
氏
母

※
母
牧
野
女
房

ー
政
範

　
女
子
・
源
頼
朝
室

－
女
子
寵
離
轟
翻
臣

t
女
子
・
三
条
中
納
言
実
宣
室

－
享
・
難
認
譜
服
臓

－
女
子
・
坊
門
中
将
忠
清
室

　
　
　
　
宇
都
宮
頼
綱
妻
．
泰
綱
母
．

1
女
子
・
俵
天
王
寺
損
政
入
道
師
家

　
　
　
　
公
室

－
女
子
・
評
鵬
讐
後
中
納

－
女
子
・
阿
野
全
成
妻

ー
女
子
・
伊
予
河
野
妻

1
女
子
。
大
岡
判
官
時
親
婁

ー
女
子
・
稲
毛
三
郎
亜
成
妻

時
盛

資
時

舗ク覇隊

※
母
三
浦
泰
村
女

　
信
時

女
子
二
二
位
頼
氏
室

女
子
・
秋
田
城
介
義
景
室

朝
面

時時宣
広貞時

※
母
越
前
守
時
広
女

宗
寛

維
貞

時時
直村

女
子
・
艮
井
清
広
妻

「女子

女
子
・
三
河
守
源
頼
氏
妻

女
子
・
能
清
室

ド女子
力女

子

時
親
l
l
I
［
警
鯵
騨
騙
華

時
隆

女
子
・
一
条
高
能
卿
室

別
離

☆
右
系
図
は
女
子
の
記
載
を
中
心
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で

　
記
戟
の
な
い
も
の
は
省
略
し
た
場
含
も
あ
る
。

　
尚
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
第
五
表
を
．
カ
タ
カ
ナ
は
十
七
頁

　
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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系
図
二
　
　
『
続
群
書
類
従
』
巻
一
五
五
、
「
佐
伯
系
図
」
よ
り
抜
す
い

従
五
位
下

公
資
－
文
郷
－
光
郷
－
朝
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
門 伊位
尉 賀下

守

光
季
囎
談
糊
夢
調
二
階
堂
行
政
女

光
宗

光
資
ー
女
子
・
北
条
有
時
妻

朝
行

光
重

女
子
・
北
条
政
村
母

女
子
・
結
城
朝
光
妻

系
図
三
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正
二
位

坊
門
権
大
納
言

、
訓

正
二
位

太
政
大
臣

伊
通

正
二
位

大
納
言

成
通
ー

　　　　　泰権正
　　　　　通大二

＿1警位

国権正　　経大正
通大二　　通納二
　納位　　　言位
　言

系
図
四

『
尊
卑
分
脈
』
（
頼
宗
公
孫
）
よ
り
抜
す
い

女
子
・
太
政
大
臣
通
雅
公
室

　
　
　
　
　
　
　
家
長
卿
母

山
法
師

道
寛

57



系
図
五
　
　
「
続
群
書
類
従
』
巻
一
五
二
よ
り
抜
す
い

八
田
権
守

下
総
守

宗
綱

鳥
羽
院
武
者
所

後
白
河
院
北
面

宇
都
宮
検
校

　　　　　　　　A　　　　　　　　　　業成
　　　　　　　　）綱

　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　魏

　　　　　　　　　泰母下正
　　　　　　　　　綱平野五

時守位
政　上
女

従
五
位
上

下
野
守

引
付
衆

母
平
朝
時
女

景
綱

貞引下従母
綱付野五秋

衆守位田
　・上城
　三　介
　川　義
　守　景
　　　女

　
　
　
　
　
　
　
女
子
・
北
条
武
蔵
守
室

　
　
　
　
　
　
　
ー
女
子
・
小
山
判
官
時
長
室

　
　
　
　
　
　
　
　
下
野
守

　
　
　
　
　
　
　
－
経
綱

ー
女
子
・
京
極
正
二
位
中
納
言
為
家
卿
室

　
　
　
　
大
納
言
為
氏
卿
母

公引備正
綱付前四
　衆権位
　　守

女
子

・
北
条
陸
奥
守
茂
時
室
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系
図
六



系
図
七

『
続
群
書
類
従
』
巻
一
一
一
「
足
利
系
図
」

『
尊
卑
分
脈
』
（
清
和
源
氏
）
よ
り
作
成

母
熱
田
大
宮
司
季
範
女
、
頼
朝
母
妹

義
重
ー
義
兼

畠
山

義
純

母
平
時
政
女

泰
国

母
相
模
三
郎
平
資
時
女

義
生

中世武士社会に於ける婚姻関係

義母
氏北
　条
　時
　政
　女

長母
氏

満
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
母
朝
時
女

母
北
条
泰
時
女
　
　
　
斯
波
祖

泰
氏
　
　
　
　
　
　
家
氏

女
子
・
阿
波
守
平
時
国
室

母
平
為
時
女

宗
家

母
式
部
大
夫
平
時
継
女

家
貞

59

母
修
理
亮
平
時
氏
女
　
母
修
理
大
夫
重
房
女
　
母
平
時
茂
女

頼
氏
　
　
　
　
　
　
　
家
時

　
　
　
　
母
平
為
時
女

義
顕
－
義
春

女
子
・
平
業
時
妾

．
．
－
［

　
　
　
　
母
従
三
位
平
登
子

　
　
　
　
　
赤
橋
久
時
女

尊
氏
－
義
詮

直
義



系
図
八

北
条
氏
と
三
浦
氏
の
婚
姻
関
係
図

　
　
　
　
婚
姻
関
係
を
優
先
し
た
関
係
か
ら
、
兄
弟
姉
妹
の
順
は
、

　
　
　
　
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
以
降
系
図
＝
二
を
除

　
　
　
　
い
て
同
様
で
あ
る
。

　　　　　　　　　村　　　　房義
時
出

一
丁
時
氏

泰
時

時
盛
ー
時
景

「
丁
信
時

泰
村
－
女
子

重
澄
ー
女
子

政
村

　「

女
子

系
図
九
　
北
条
氏
と
安
達
氏
と
の
婚
姻
関
係
図

時
房

　景
　盛

顕
時

女
子

時
頼
－
時
宗

　　
　
　
　
　
女
子
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系
図
一
〇
　
北
条
氏
と
大
江
氏
の
婚
姻
関
係
図

系
図
一
一
　
北
条
氏
と
一
条
氏
と
の
婚
姻
関
係
図

中世武士社会に於ける婚姻関係

　
時
房
　
　
　
女
子

田
　
一
劇
嚇
　

広
光

女宗
子秀

時女
氏子

「
女
子

時
頼

女
子

政
長

　
義
時
　
　
　
女
子高

能
－
頼
氏

女
子

系
図
一
二
　
北
条
氏
と
村
上
源
氏
と
の
婚
姻
関
係
図

「∵〕義
時

女＿子丁一

通
清
－
具
忠
－
忠
顕
ー
通
春

女
子
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系
図
＝
二
　
　
『
尊
卑
分
脈
』
（
師
実
公
孫
）
よ
り
抜
す
い

・

京
極
摂
政

師
実

難忠五
波教男

飛
鳥
井
祖

従
四
位
下
刑
部
卿

系
図
一
四
　
北
条
氏
と
宇
都
宮
氏
と
の
婚
姻
関
係
図

参
議
侍
従
　
　
右
中
将

　
　
　
　
　
　
雅
顕

　
　
　
　
　
　
母
実
時
女

住
関
東

右
少
将

雅
行

62

頼
綱

女
子
．
京
極
正
二
位
中
納
言
為
家
卿
室
、
大
納
言
為
氏
卿
母

a
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
景
網
ー
貞
綱

　
女
子

女
子
・
北
条
武
蔵
守
室

女
子

茂
時

「
続
群
書
類
従
』
巻
第
一
五
二
「
宇
都
宮
系
図
」
に

よ
れ
ば
四
組
み
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
a
、
b
、

c
は
本
稿
で
も
と
り
あ
げ
た
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第
一
表

1 n 皿 IV V VI 全体

全 19 19 21 10 9 4 82

同 0 2 7 2 3 1 15

％ 10．5 33．3 20 33．3 25．0 18．3

第
三
表

恥

男
子

女
　
子

続
　
柄

備
　
　
　
　
考

ア

37

朝
時

時
房
女
子

イ
　
　
ト
　
　
コ

⑭
所
生
教
時
に
母
の
記
載
あ
り

イ

38

朝
直

泰
時
女
子

イ
ト
コ
の
子

㊨
寛
喜
三
年
四
月
十
九
日
条

ウ

53

時
実

朝
時
女
子

イ
　
　
ト
　
　
コ

武
蔵
二
郎
時
実
妻

工

54

時
茂

政
村
女
子

イ
　
　
ト
　
　
コ

陸
奥
守
時
茂
妻

オ

55

実
時

政
村
女
子

イ
　
　
ト
　
　
コ

越
後
守
実
時
妻

カ

56

有
義

時
隆
女
子

ハ
　
ト
　
コ

有
義
妻

キ

57

時
親

時
直
女
子

イ
　
　
ト
　
　
コ

右
馬
介
時
親
妻

ク

58

長
時

時
盛
女
子

ハ
　
ト
　
コ

㊨
宝
治
元
年
三
月
廿
七
日
条

ケ

59

業
時

政
村
女
子

イ
　
　
ト
　
　
コ

㊨
文
永
三
年
三
月
十
一
日
条

コ

68

長
頼

実
時
女
子

ハ
　
ト
　
コ

備
前
一
二
郎
長
頼
妻

サ

69

時
頼

重
時
女
子

大
　
叔
　
母

働
⑲
所
生
の
時
宗
・
宗
政
あ
り

シ

76

宗
政

政
村
女
子

⑭

左
近
大
夫
宗
政
妻

ス

77

熈
時

貞
時
女
子

㊧

相
模
守
時
室

セ

78

久
時

宗
頼
女
子

㊥

鋤
所
生
の
守
時
に
母
の
記
載
あ
り

ソ

82

師
時

貞
時
女
子

イ
ト
コ
の
子

相
模
師
時
室

㊥
は
『
関
東
評
定
伝
』
を
示
す

㊨
は
『
吾
妻
鏡
』
を
示
す

錦
は
『
鎌
倉
年
代
記
』
を
示
す

㊧
は
ハ
ト
コ
以
上
の
薄
い
血
縁
を
示
す
。
続
柄
は
男
性
を
中
心
に
し
て
い
る
。

63



総人数 59人

婚姻数 57人

婚…貯＼

北条一門 15人

公　　卿 11人

足利氏 6人

源家一門 5人

大江氏 3人

安達氏 2人

宇都宮氏 2人

三浦氏 1人

諸　　家 8人

不　　　明 3人

第
二
表
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